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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究」 

総括研究報告書（令和２年度） 

新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因と 

エビデンスの検証についての研究 

研究代表者 小林美亜  静岡大学創造科学技術大学院 特任教授 

 

研究要旨 

 看護職員需要推計において、需要に対し、適切な供給数を確保できなければ、看護職員の不

足を引き起こし、医療提供体制に影響を与えることとなる。このため、需要に対応する供給数

の確保に向け、看護職員の潜在の程度とその程度が供給に与える影響を明らかにし、それに基

づき、離職率の低減や再就業者数の増加に係る目標を設定し、離職及び潜在要因を踏まえた施

策を推進することが必要となる。本研究では、①看護職員の潜在数を推計すること、②離職お

よび潜在の要因を把握すること、③平成 30年（2018年）時点における看護職員需要推計の妥

当性を検証すること、④令和 7年（2025年）の看護職員の需要に対応するために求められる離

職率の低減レベルや再就業者の増加数に関して検討することを目的とした。 

 看護職員の潜在数は、平成 24年（2012年）末の推計とは異なり、平成 30年（2018 年）末の

推計は、推計対象者に 65 歳以上を含め、准看護師から看護師の資格を取得した者は看護師に

含め、看護師と准看護師それぞれについて精緻に推計を行った。その結果、平成 30 年（2018

年）末の 65 歳以上も含めた看護職員の潜在数（潜在率）は 793,885人（32.98％）と推計され

た。65 歳未満の潜在看護職員数は 695,461 人（31.11％）であった。平成 24 年（2012 年）末

と比較し、65 歳未満の看護職員の潜在率は、約－3％減少しており、悪化は認められなかった

ことから、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて各都道府県に設置されたナ

ースセンターによる取り組みなどの施策が、潜在率を上昇させないための一つの防波堤となっ

ていることが推察された。 

看護職員が潜在化する要因としては、文献レビューにより、「結婚」、「妊娠・出産」、「育

児」というライフイベントや職場内の人間関係による離職が明らかとなった。このため、ライ

フイベントがあっても就業を継続できる環境整備や円滑な人間関係を保つことのできる職場

環境の工夫が必要であることが考えられた。また、世代構成やライフサイクルが反映される年

齢構成による潜在化への影響を分析したところ、看護職員全体、看護師（女性）においては、結

婚・出産・子育てといったライフイベントが潜在化を引き起こし、ライフイベントが一段落すると

復職する傾向にあることが示唆された。また、世代による価値観も潜在化に影響していることが推

察された。准看護師では、看護師免許を取得するための進学が潜在化につながっていることが示唆

された。 

看護職員の需給シミュレーションの妥当性を検討したところ、中間とりまとめの都道府県報告値

の供給数に基づいた平成 30年（2018年）の供給数は 1,601,140人となり、同年末の就業看護職員 
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研究分担者： 

五十嵐中  

横浜市立大学医学群 准教授 

臼井美帆子 

東京有明医療大学看護学部 准教授 

池田俊也 

国際医療福祉大学医学部 教授 

 

研究協力者： 

宇都宮光男 

真上志郎 

日本能率協会総合研究所 

 

Ａ. 研究目的 

1.潜在看護職員の推計 

「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給

分科会中間とりまとめ（令和元年 11 月）」では、 

 

 

 

 

令和 7年（2025年）の全国及び各都道府県の地域 

医療構想に基づく看護職員の需給推計結果が示さ

れた。この推計された供給数を実際に確保できる

かどうかの妥当性を検討するために、潜在看護職

員の推計を試みることは有用である。このため、

従来の潜在看護職員の推計方法を踏襲しつつ、か

つ精度が高い推計方法についても検討し、その方

法論に基づき、平成 30年（2018 年）末時点におけ

る潜在看護職員数の推計を行うことを目的とした。 

 

2．潜在化要因の把握 

供給数を確保するためには、潜在化要因を把

握し、対策を講じることが必要となる。そこで、

文献レビューを通じて、看護職員を潜在化させ

る要因を検討することを目的とした。さらに、

コーホート分析を通じて、世代構成やライフサ

イクルが反映される年齢構成による潜在化への

数 1,683,023人（実績値）との乖離は＋81,883人であり実際は 8万人以上多く供給がなされていた。

しかし、「中間とりまとめ」から推計した同年の需要数を満たす就業者数にはとどいておらず、都道

府県報告値では 8,507人、シナリオ①では 26,072 人、シナリオ②では 29,824 人、シナリオ③で

は 56,982人の不足となった。 

令和 7年（2025年）に見込まれている看護職員の需要に対応するために、離職率や再就業者

数を変化させた場合、供給数がどのように変動するかシミュレーションを行ったところ、新規

就業者数、再就業者数を一定とした場合、全国の離職率を 10％未満に低減させる必要のあるこ

とが示された。また、ワーク・ライフ・バランスの実現を前提に、看護職員の労働環境の変化

に対応して幅を持たせた 3 つのシナリオを踏まえると、各年の潜在看護職員数を 793,885 人

（平成 30 年末時点）と想定した場合、離職率を 10％未満に低減することに加え、潜在看護職

員のうち、約 2～17％が復職しなければ、需要を満たせない結果となった。新規就業者数、離

職率を一定とした場合、各年において 167,383 人以上の再就業者数を確保しなければ、令和 7

年（2025年）の都道府県報告値の需要に対応できないことが示された。令和 7年（2025年）の

需要充足に向けて、離職率の低減、潜在看護職員の復職支援を推進していくことが急務である。 
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影響を検討することとした。 

 

3．看護職員需要推計の妥当性検証 

 「医療従事者の需給に関する検討会 看護職

員需給分科会 中間とりまとめ」で報告された

令和 7年（2025 年）における看護職員の需給シ

ミュレーションの妥当性を検討するために、平

成 30 年（2018 年）末時点の実際の看護就業者

数と中間とりまとめから推計された供給数との

比較を行うこととした。 

 

４．令和 7年（2025年）の需要に対応するため

の供給数のシミュレーション 

 また、令和 7年（2025年）に見込まれている

看護職員の需要に対応するために、離職率や再

就業者数を変化させた場合に、供給数がどのよ

うに変動するかのシミュレーションを行うこと

を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．潜在看護職員数の推計方法 

 看護師および准看護師免許保有者のうち、 

衛生行政報告例で報告されている就業場所（病

院、診療所、助産所、訪問看護ステーション、

介護保険施設等、社会福祉施設、保健所、都道

府県、市区町村、事業所、看護師等学校養成所

又は研究機関、その他）において、就業してい

ない看護師および准看護師を潜在看護職員とし

た。 

平成 24 年（2012 年）末時点における潜在看

護職員数の推計方法とは異なり、推計対象に 65

歳以上を含め、准看護師推計の精緻化を図り、

准看護師免許のみの保有者を准看護師、准看護

師と看護師の双方の免許保有者を看護師として

推計を行った。なお、65歳以上の免許保有者数

は、データが存在し、推計可能な 70歳までとし

た。 

  

２．潜在化要因の把握方法 

 潜在化要因を把握するための文献レビューにお

いては、最新看護索引 Webを用い、「看護師」「離

職」「理由」のキーワードで検索して得られた 21

文献のうち、７文献を選定した。さらに医中誌 Web

を用いて、「看護師」「離職」「理由」をキーワー

ドに、平成 23年（2011 年）～令和 2年（2020 年）

に出版された原著論文の検索を行い、得られた 68

文献のうち、１2文献を選定した。さらにハンドサ

ーチで得られた 1文献を加えて対象文献とした。 

 また、コーホート（世代）効果と年齢効果に分解

し、看護職員の潜在率への影響を検討した。具体

的には、平成 30年（2018年）時点で免許取得者数

が推計された各コーホートについて、 同年から 5

年刻みに昭和 52 年（1977 年）まで遡り、20 歳代

前半以上の各年齢階層における潜在率を求め、潜

在率は生存率によって補正を行った。次に、潜在

率を目的変数として、年齢階層やコーホート階層

を示すダミー変数を説明変数とし、年齢効果とコ

ーホート効果に分解した重回帰分析を行った。 

 

3．看護職員需要推計の妥当性の検証方法 

 実際の看護職員就業者数（看護師・准看護師の

就業者数：1,683,023人（厚生労働省看護課調べ）

と「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需

給分科会中間とりまとめ（令和元年 11月）」から

推計した都道府県報告値、シナリオ①、シナリオ

②、シナリオ③の供給数と比較し、検討を行った。

加えて、中間とりまとめから推計された平成 30年

（2018 年）の看護職員の需要と実際の就業者数と

の差を算出し、どの程度、潜在看護職員を復職さ

せる必要があるかを試算した。 
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４．令和 7年（2025年）の需要に対応するため

の供給数のシミュレーション方法 

 全国の合計値において、平成 29 年（2017年）

から令和 7年（2025 年）の各年度の新規就業者

数、再就業者数は、平成 28 年（2016 年）の実績

値を一定とし、日本看護協会による平成 29 年

（2017 年）病院看護実態調査の各都道府県の常

勤看護職員の離職率（平成 28年度値）の最小値

5％から 20％までに変化させ、各離職率を想定

した供給数の感度分析を行った。また、新規就

業者数および再就業者数は変化させずに、離職

率において、①最小値を使用、②中央値を使用、

③最大値から中央値まで低下させる割合を使用

した場合の供給数のシミュレーションも行った。 

 また、平成 29年（2017年）から令和 7年（2025

年）の各年度において、平成 28年（2016 年）の

全国値の離職率を 10.72％、新規就業者数の実

績値を一定とし、平成 28 年（2016 年）の再就

業者数を１％から 15％増加させた、再就業者数

の増加を想定した供給数の感度分析についても

行った。 

 

 

Ｃ. 研究結果 

１．潜在看護職員数 

 看護師と准看護師の潜在数を合計した看護職員

の潜在数は、男性が 97,602人、女性が 696,282人、

男女合計が 793,885 人であった。潜在率は、男性

が 45.21％、女性が 31.78％、男女合計が 32.98％

であり、男性の方が、潜在率は高くなっていた。 

 年齢階級別の潜在率は、定年退職となる 60歳以

上の階級を除くと、30～34 歳が 36.91％と最も高

く、次いで 35～39 歳が 36.01％、55～59 歳が

33.17％であった。  

 潜在看護職員の男女の構成比率でみた場合、女

性が 87.71％であった。平成 24年（2012年）末の

推計においては、65歳未満までの推計となってい

たため、平成 30年（2018年）末の潜在数において

も 65歳未満までの集計も行った。その結果、平成

30 年（2018 年）末では、看護職員全体で 65 歳未

満の潜在率が約－3％減少していた。 

年齢階級別にみた場合、看護師と准看護師では

分布が異なっており、25歳未満の潜在率では、他

の年齢階級と比較し、看護師は最も低くなってい

るが、准看護師は 2番目に高くなっていた。また、

准看護師は 34歳未満まで潜在率が高く、それから

下がる傾向にあり、45～49歳の潜在率が最も低く

なっていた。一方、看護師は、50～54歳の潜在率

が最も低く、14.92％となっていた。 

 また、60～64歳の看護職員の 50％超、65歳以

上の約 35％が看護職員として就業していた。 

 

２．潜在化要因 

 文献レビューから把握された看護職員の離職理

由としては、「結婚」、「妊娠・出産」、「育児」

というライフイベントが多く占める一方で、職場

内の人間関係もみられた。このため、ライフイベ

ントがあっても就業を継続できる環境整備や円滑

な人間関係を保つことのできる職場環境の工夫が

必要であることが示唆された。新人看護職員では、

リアリティショック、職場内の人間関係の２点が

共通した離職要因となっていた。中堅看護職員で

は、人間関係や労働環境に加え、キャリアプラン、

仕事のやりがい、看護実践能力と自己効力感が離

職要因として挙げられていた。 

 コーホート分析においては、世代効果、年齢効

果により、看護職員の潜在率は影響を受けていた。 

看護職員全体、看護師（女性）においては、結婚・

出産・子育てといったライフイベントが潜在化に
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関連していることが推察された。また、世代によ

る価値観も、潜在化に影響を与えていることが推

察された。加えて、新人看護職員の卒後臨床研修

を受けた世代は、その離職防止効果により潜在化

の抑止につながっていることが示唆された。例え

ば、卒後臨床教育やゆとり世代にあわせた新人看

護職員教育を受けた世代は、離職率が低下し、潜

在化率を低減させた一つの重要因子となっている

ことが推察された。准看護師では、看護師免許を

取得するための進学が潜在化を招いている要因と

して示唆された。 

 

３．看護職員需要推計の妥当性 

 看護職員の需給シミュレーションの妥当性を検

討したところ、中間とりまとめの都道府県報告値

の供給数に基づいた平成 30年（2018年）の供給数

は 1,601,140 人となり、同年末の就業看護職員数

1,612,951 人（実績値）との乖離は、＋81,883 人

であり、8万人以上多く、供給がなされていた。し

かし、中間とりまとめから推計した平成 30 年

（2018 年）の需要数を満たす就業者数にはとどい

ておらず、都道府県報告値では 8,507 人、シナリ

オ①では 26,072 人、シナリオ②では 29,824 人、

シナリオ③では 56,982人の不足となった。 

 

４．令和 7年（2025年）の需要に対応するための

供給数 

令和 7年（2025年）の需要に対応するためには、

新規就業者数、再就業者数を一定とした場合、全

国の離職率を 10％未満に低減させる必要があった。

また、労働条件を改善するシナリオにおいては、潜

在看護職員数を 793,885人（平成 30年末時点）と

想定した場合、離職率を 10％未満に低減するこ

とに加え、潜在看護職員のうち約 2～17％が復職

しなければ、需要を満たせない結果となった。ま

た、新規就業者数、離職率を一定とした場合、各年

において、平成 28年（2016年）の再就業者数を8％

増加させた値である 167,383 人以上を確保しなけ

れば、令和 7 年（2025 年）の都道府県報告値の需

要を満たせないことが示された。 

 

Ｄ. 考察   

１．看護職員の潜在数について 

 看護職員の潜在数（潜在率）を 65歳未満に限定

した場合には、695,461人（31.11％）であり、平

成 24年（2012 年）末における 65歳未満の潜在者

数（潜在率）の 733,371 人（34.08％）と比較し、

約－3％減少する結果となった。その背景には「看

護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づい

た、ナースセンターによる看護職員の再就業支援

や紹介事業などの施策が潜在率を上昇させないた

めの一つの防波堤となっていることが推察された。 

 また、看護職員の「60～64 歳」、「65 歳以上」

の潜在率は、それぞれ、49.18％、65.65％であり、

60～64歳の看護職員の 50％超、65歳以上の約 35％

が就業していることが明らかとなった。なお、「65

歳以上」の免許保有者の推計において、70歳超を

含めていないことから、実際には潜在率は推計値

よりも高い可能性がある。 

我が国では、65歳までの雇用確保対策を進めて

おり、60歳以降も定年延長や再雇用によって就業

継続が可能となってきている。日本看護協会の調

査（「2019 年病院および有床診療所における看護

実態調査報告書（令和 2 年）」病院・職員調査）

によると、定年退職前の看護職員のうち、働きた

いという意思を持っている者が約 7 割を占めてい
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ることから、「プラチナナース」と呼ばれる定年退

職前後の看護職員を活用した定年延長や再雇用を

促進し、看護職員の確保・定着を図っていくこと

も重要である。 

 准看護師は、看護師と比較し、65歳以上を除き、

いずれの年齢階級においても潜在率が高くなって

おり、特に「25歳未満」「25～29 歳」「30～34歳」

の階級の潜在率が高くなっていた。この原因とし

て、 結婚、出産、育児といったライフイベントの

他、看護師免許取得のための進学といった理由が

影響していることが推察される。看護師の就業者

数は、平成 30 年（2018 年）末約 121 万 8,606 人

と、平成 28 年（2016 年）末よりも 6 万 9,209 人

の増加が認められているのに対し、准看護師の就

業数は平成 28 年（2016 年）から 1 万 8,632 人の

減少がみられ、平成 30 年（2018年）は 30万 4,479

人となっている。准看護師の就業者数は、平成 20

年（2008 年）末から平成 30 年（2018 年）末にか

けては、70,563人と、減少し続けている。看護師

資格の取得を理由とした一定数の潜在化は、今後

も続くことが示唆される。 

 

２．看護職員の潜在化の防止に向けて 

 看護職員の離職理由に着目した先行文献から、

離職要因となる「結婚」、「妊娠・出産」、「育児」

というライフイベントがあっても就業を継続でき

る環境整備や、人間関係も離職に関係しているこ

とから、円滑な人間関係を保つことのできる職場

環境の工夫が必要であることが示唆された。 

新人看護職員に対しては、勤務体制の管理、人

間関係の構築、相談窓口の確保などが重要である

ことが示唆された。また、中堅看護職員では、現在

の仕事に対するやりがい・満足感などが就業継続

意思につながっており、このような要因を高める

ことの重要性も示唆された。 

 看護職員全体、看護師（女性）の潜在化には、ラ

イフサイクルを反映する年齢効果、世代効果の双

方との関連が認められた。年齢効果については、

結婚・出産・子育てのライフサイクルが潜在化に

影響していることが推察された。世代効果の価値

観も、就業意思に関連し、潜在化に影響している

ことが示唆された。 

 准看護師（女性）の潜在化には、結婚・出産・子

育てのライフサイクルの年齢効果に加え、「第７

世代(30～34 歳、昭和 59年～昭和 63年生まれ)」

「第 8世代（25～29 歳、平成元年～平成 5年生ま

れ）」の世代はい看護師免許を取得するための進

学が潜在化要因につながっていることが推察され

た。 

 

３．需要推計の妥当性について 

 令和 7年（2025 年）における看護職員の需給の

シミュレーションの妥当性を検討したところ、平

成 30年（2018 年）時点で、中間とりまとめの都道

府県報告値の供給数よりも多い就業者数が認めら

れた。しかし、中間とりまとめから推計した平成

30年（2018年）の需要数を満たす就業者数には届

いておらず、令和 7年（2025 年）の需要に対応す

るために、離職率の低減、潜在看護職員の復職支

援を推進していくことが急務であることが示され

た。 

 

４．令和 7年（2025年）の需要に対応するための

供給数について 

令和 7 年（2025 年）の看護需要推計において、

毎年の再就業者数は、現状維持で不変とした場合、
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供給数が都道府県報告値の需要数を上回るために

は、全国の離職率を 10％未満に維持する必要性が

あることが示された。さらに、ワーク・ライフ・バ

ランスを考慮した労働条件を改善するためには、

全国の離職率を 8～9％まで低下させることの必要

性が示された。離職率を低減するためのさらなる

取り組みが求められる。 

 また、令和 7年（2025年）において、新規就業

者数、離職率を現状維持とした場合、平成 28 年

（2016 年）値の再就業者数を 8％以上増加させた

167,383 人以上を各年において確保することによ

り、都道府県報告値の需要を満たすことが示され

た。令和 7年（2025年）の潜在看護職員数が平成

30 年（2018年）末の潜在看護職員数と同じと仮定

した場合、潜在看護職員の 5 分の 1 以上の復職が

必要となる。このため、復職支援を推進する取り

組みを充実させ、再就業者数を増加していくこと

が求められる。 

 

Ｅ. 結論 

 平成 30年（2018 年）末の推計では、推計対象者

に 65歳以上を含め、准看護師から看護師の資格を

取得した者は看護師に含め、看護師と准看護師そ

れぞれについて推計を行った。その結果、平成 30

年（2018 年）末の 65 歳以上も含めた看護職員の潜

在数（潜在率）は 793,885人（32.98％）と推計さ

れた。65 歳未満の潜在看護職員数は 695,461 人

（31.11％）であった。平成 24年（2012 年）末と

比較し、潜在率は約－3％減少する結果となった。

潜在率を低減させるためには、潜在化要因を検討

し、離職防止を図り、また復職支援・復職環境の整

備を図っていくことが重要である。 

 「結婚」、「妊娠・出産」、「育児」は離職要因

となっており、これらのライフイベントがあって

も就業を継続できる環境整備に加え、人間関係も

離職に影響を与える重要な因子となっていること

から、円滑な人間関係を保つことのできる職場風

土の構築が求められる。 

また、コーホート分析において、年齢効果として、

結婚・出産・子育てといったライフサイクルが潜

在化と関連し、ライフイベントが一段落すると復

職する傾向にあることが推察され、復職支援を効

果的に機能させていくことが重要である。また、

世代による価値観も潜在化に影響しており、価値

観を考慮した教育も重要となると考えられた。准

看護師では看護師の免許を取得するための進学が

潜在化要因として示唆された。 

 令和 7年（2025 年）に向けて、看護職員が不足

に陥らないようにするためには、全国の離職率を

10％未満に維持する必要がある。また、離職率が

現状維持で経過する場合には、潜在看護職員の 5

分の 1 以上の復職が必要となる。このことから、

離職率を低減させ、潜在看護職員の復職支援を推

進する取り組みをさらに推進することが求められ

る。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 
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Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

「新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因と 

エビデンスの検証についての研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 2年度） 

 

潜在看護職員数の推計 

 

研究代表者 小林美亜 静岡大学創造科学技術大学院 特任教授 

研究分担者 五十嵐中 横浜市立大学医学群 准教授  

研究分担者 池田俊也 国際医療福祉大学医学部 教授 

研究協力者：宇都宮光男 真上志郎 日本能率協会総合研究所 

研究要旨 
本研究では、これまで行われた潜在看護職員（看護師・准看護師）の推計方法を踏襲

しつつ、より現状に即した推計方法について検討し、その方法論に基づき、平成 30 年

（2018 年）末時点における潜在看護職員数の推計を行うことを目的とした。 
平成 25 年（2013 年）度の厚生労働科学研究において算出した平成 24 年（2012 年）

末の推計とは異なり、本研究で算出した平成 30 年（2018 年）末の推計においては、推

計対象者に 65 歳以上を含め、准看護師から看護師の資格を取得した者は看護師に含め、

看護師と准看護師それぞれについて推計を行った。その結果、平成 30 年（2018 年）末

の 65 歳以上も含めた看護職員の潜在数（潜在率）は 793,885 人（32.98％）で、65 歳未

満では 695,461 人（31.11％）であった。平成 24 年（2012 年）末と比較し、65 歳未満の

潜在数は約‐3％減少していた。その背景には、「看護師等の人材確保の促進に関する法

律」に基づいて各都道府県に設置されたナースセンターによる取り組み、夜間の働き方

の軽減策、多様な働き方の推進が、潜在率を上昇させないための一つの防波堤となって

いるのでないかと推察された。資格別では、看護師の潜在率が 28.37％である一方で、准

看護師が 47.52％と、准看護師の潜在率が高くなっていた。年齢階級別の看護職員の潜

在率については、25 歳未満が 22.38％であるのに対し、30～34 歳が 36.91％、35～39 歳

が 36.01％と、13％以上高くなっていた。一方で、60～64 歳の看護職員の 50％超、65 歳

以上の約 35％が看護職員として就業していることがわかった。日本看護協会の調査によ

り、定年退職前の看護職員のうち、定年後も看護領域で働きたいという意思を持ってい

る者が約 7 割を占めていることが報告されており、定年退職前後の「プラチナナース」

の活用を推進していくことが示唆された。 
このような潜在化の状況を踏まえ、潜在化要因の検討から、離職防止を図り、また復

職支援・復職環境の整備を図ることが重要である。特に看護職員が不足している、訪問

看護ステーションや中小規模病院において、潜在化を招かないように看護職員の確保・

定着を図る必要がある。 
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Ａ. 研究目的 

「医療従事者の需給に関する検討会看護職

員需給分科会中間とりまとめ（令和元年 11月）」

では、令和 7年（2025 年）の全国及び各都道府

県の地域医療構想に基づく看護職員数の需給

推計結果が示された。そのうち供給推計値では、

潜在看護職員の復職も考慮された推計が行わ

れている。しかし、看護職員の離職時に届出を

求めるとする我が国の「看護師等免許保持者の

届出制度」は義務化されておらず、当該制度が

平成 27年（2015年）10月 1日に開始されて以

来、3年 2か月の時点（平成 30年 12月末）で、

登録者数は 84,760 人にとどまり（うち復職支

援対象者は 44,515 人）、平成 24 年（2012 年）

時点の潜在看護職員数の推計値 699,566人と比

較しても、潜在看護職員の 6％程度しか、当該

制度で把握できておらず、潜在率の実態は不明

である。なお、令和 3年（2021年）2月末現在

では、登録者は 5年 4カ月で計 136,915人、う

ち復職支援対象は 69,111 人であり、登録者は

増加しているものの、潜在看護職員数の把握が

困難な状況の改善はみられていない。このため、

推計された供給数の妥当性の検討のためにも、

潜在看護職員の推計を試みることが必要とな

る。 

 また、平成 27 年（2015 年）の看護師等人材

確保促進法改正では、都道府県ナースセンター

による看護職員の復職支援を強化するため、就

職あっせんと復職研修の一体的実施などニー

ズに合ったきめ細やかな対応、ハローワーク等

と密接な連携などを通じて、ナースセンターの

機能強化の推進が図られている。この効果の検

証の一指標として、平成 24 年（2012 年）末時

点から現時点までの潜在看護職員数の増減を

把握し、今後の対応方針を検討することも求め

られる。 

 本研究では、これまで行われた潜在看護職員

の推計方法を踏襲しつつ、より現状に即した推

計方法について検討し、その方法論に基づき、

平成 30 年（2018 年）末時点における潜在看護

職員数の推計を行うことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．潜在看護職員の定義 

 看護師あるいは准看護師免許保有者のうち、 

衛生行政報告例で報告されている就業場所（病

院、診療所、助産所、訪問看護ステーション、

介護保険施設等、社会福祉施設、保健所、都道

府県、市区町村、事業所、看護師等学校養成所

又は研究機関、その他）において、就業してい

ない看護師および准看護師を潜在看護職員と

した。 

 

２．推計に用いるデータソース 

 平成 30 年（2018 年）時点における免許保持

者数から就業看護職員数を減ずることにより、

潜在看護職員数の推計を行うこととした。 

免許保持者数は、厚生労働省が毎年実施して

いる「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生

就業状況調査」における、学校養成所区分別の

入学状況のデータから把握した。また、准看護

師の養成校である高等学校や「看護師等学校養

成所入学状況及び卒業生就業状況調査」から入

手できない年代のデータなどは、日本看護協会

出版会の「看護基礎資料集」、文部科学省の「学

校基本調査（高等教育機関）」のデータソース

を用いた。 

 年齢別の免許取得者には、既に亡くなった者

も含まれることから、生存者を推計するために、

平成 30 年（2018 年）の男女それぞれの簡易生

命表を用いた。 

 就業看護職員数は、衛生行政報告例の保健師、

助産師、看護師、准看護師の性・年齢階級別の

就業数から把握を行った。 

 

３．推計方法 

１）推計対象の範囲 

 看護職員には、看護師・准看護師・保健師・
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助産師が含まれる。保健師・助産師の資格保有

者については、看護師資格を保有していること

を前提とし、看護師としてカウントした。准看

護師は、都道府県知事発行の免許となるため、

准看護師免許のみの保有者は准看護師として

カウントした。准看護師免許を保有し、その後、

看護師の免許を取得した者については、看護師

としてカウントした。この定義に基づいて、「看

護師」および「准看護師」の潜在数を推計した。 

潜在看護職員数について、これまで実施され

てきた、厚生労働省による平成 14 年（2002年）

末時点の推計や、平成 25 年（2013 年）度の厚

生労働科学研究において算出された平成 24 年

（2012 年）末時点の推計では、65 歳未満まで

を対象としていた。しかし、衛生行政報告例で

は、「年齢階級別にみた就業保健師等」で 65歳

以上の就業看護職員数が報告されており、それ

にあわせた年齢階級別の潜在率の把握が必要

と考えた。その背景として、①人口減少や少子

高齢化により、労働者の確保が困難になりつつ

あり、65歳以上の労働者の確保も必要になって

くると想定されること、②平成 25 年（2013年）

には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（以下、高年齢者雇用安定法）」の一部が改正

され、定年を 60歳から 65 歳に引き上げる法整

備が行われ、継続雇用制度の経過措置が終了す

る令和７年（2025 年）4月から、「定年制の廃

止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度（再雇

用制度）などの導入」のいずれかを導入しなけ

ればならなくなったこと、③平成 27 年（2015

年）には、「一億総活躍社会」の実現に向けて、

介護離職ゼロ、生涯現役社会が打ち出されたこ

と、④50歳以上の看護職員に限定して、定年後

の自身の働き方について尋ねた調査１から、60

歳以上の看護職員（プラチナナース）の 68.1％

が「看護職として働き続けたい」という意向が

みられていることなどがあげられる。 

 

２）看護職員の推計方法 

 看護職員の推計は、看護師と准看護師それぞれ

について推計し、合算することにより算出した。

看護師になるためのルートとして、大学または 3

年以上の教育を受けて、国家試験に合格する方法

と、准看護師資格（都道府県知事発行免許）を取

得した後に看護師になる方法がある（図１）。具

体的には、高校卒業後に①看護大学（4年課程）、

②看護短期大学（3 年課程）、③看護専門学校な

どの看護師養成所（3年課程）、④中学校卒業後、

高校 5年一貫看護師養成課程、⑤准看護師資格取

得後（中学校卒業の場合は、実務経験 3年以上)、

「全日制の高等看護専攻科（2 年課程）」もしく

は「定時制の看護師養成所（2年課程）」、准看護

師として実務経験が７年以上あれば「看護師養成

所（2 年課程）」に進学し、国家試験に合格すれ

ば、看護師の資格を取得できる。なお、准看護師

の資格取得後に看護師の資格を取得しなくても、

全都道府県において准看護師として就労するこ

とは可能である。 

「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就

業状況調査」においては、卒業時における男女別・

年齢別データは存在しないため、入学時における

男女別・年齢区分別注）のデータを活用し、留年や

退学は考慮せずに、各養成所の入学時に修業年限

を加えて、入学時と同じ男女比率と年齢階級別比

率を乗じることによって、男女別かつ年齢階級別

の卒業者数を推計した。推計された卒業者数に対

応する年度の国家試験の合格率を乗じることに

より（前年度の不合格者のうち、再試験で合格し

た人数も含む）、各養成所別の看護師数を推計し

た。なお、平成元年（1989 年）以前は、看護師の

国家試験は 1 年に 2 回行われていた。このため、

平成元年（1989 年）までは、通年の合格率で推計

を行った。なお、1 回目の国家試験で合格できず
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に、卒業年の翌年以降に合格者も存在することか

ら、1 回目の国家試験の不合格者は再受験したも

のと想定し、2回目の合格率として 70.9％（国家

試験が 2回行われていたときの 2回目の合格率の

平均）をその不合格者に乗じ、この数も看護師免

許取得者数に計上した。なお、3 回以上、国家試

験を受験した者については考慮せずに、除外した。 

 准看護師資格取得後（中学校卒業の場合は、実

務経験 3年以上が必要)に、「全日制の高等看護専

攻科（2年課程）」、「定時制の看護師養成所（2

年課程）」、「看護師養成所（通信制の 2年課程、

ただし准看護師として実務経験が 7年以上必要）」

のいずれかに進学し、看護師免許を取得した者に

ついては、以下のように推計した。 

①「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業

状況調査」から、「准看護師養成所」と「高等

学校の衛生看護科」の入学時における男女別・

年齢階級別のデータを活用し、留年や退学は考

慮せずに、各養成所の入学時に修業年限を加え

て、入学時と同じ男女比率と年齢階級別比率を

乗じることにより、男女別かつ年齢階級別の卒

業者数を推計する。 

②推計された卒業者数に対応する年度の合格率

（直近 10 年間の平均値 98％）を乗じることに

より（前年度の不合格者のうち、再試験で合格

した人数も含む）、「准看護師養成所」と「高

等学校の衛生看護科」のそれぞれの養成校別に

准看護師免許保有者数を推計する。なお、1 回

目の試験の不合格者は 2回目の試験も受験した

と想定し、合格率は 1 回目と同様の 98％とし

た。 

③2年課程の進学者について、平成 21年（2009年）

以降の入手できたデータから把握できた年齢

分布を考慮し、35 歳未満の年齢階級別の看護師

免許保有者は、各年齢階級別に看護師養成校（2

年課程）の卒業者数に対応する年度の国家試験

の合格率を乗じることにより（前年度の不合格

者のうち、再試験で合格した人数も含む）、算

出する。35 歳以上～50 歳未満の各年齢階級別

（35～39 歳、40～44 歳、45～49 歳）において

は、34歳未満の看護師養成校（2年課程）への

進学率（男性 81％、女性 69％）を乗じ、看護師

国家試験の合格率や再受験後の合格者数を考

慮して、准看護師からの看護師免許取得者数を

推計する。50歳以上の年齢別階級（50～54歳、

55～59歳、60～64歳、65歳以上）においては、

「医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成

所調査」で報告された平成 26 年度（2014 年）

と平成 28年（2016年）度の進学率 47.9％を乗

じ、看護師国家試験の合格率や再受験後の合格

者数を考慮して、准看護師から看護師免許を取

得した数を推計する。 

④准看護師のみの免許取得者数については、准看

護師免許取得者数の合計値から、前述した推計

によって算出した准看護師からの看護師免許

取得者数を減じることにより算出する。 

 なお看護師、准看護師の免許保有者数の推計に

あたっては、生存率を考慮し、死亡者は除外した。

また、年齢階級 65歳以上の看護師、准看護師の免

許保有者数は、データが存在し、推計が可能な 70

歳までとした。この推計に際しては、簡便な方法

を選択し、平成 30 年（2018 年）の生命表を用い

て、近年の生産年齢階級の生存確率が一定であっ

たと仮定して、生存確率を求め、看護師養成校カ

テゴリ別における年齢階級別の各卒業年の免許

取得者数に乗じることによって、生存している免

許取得者数を算出した。 
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図１看護師、准看護師の資格の取得方法 

引用：文部科学省 高等学校における看護教育 

 

３）従来の推計方法との相違 

 平成 24 年末（2012 年）時点における潜在看護

職員数の推計方法とは、以下の点が異なっている。 

①推計対象の拡大 

これまでの潜在看護職員数の推計は、看護師お

よび准看護師ともに 65 歳未満までを対象として

いたが、定年退職後の看護職員の再雇用も進めら

れていることから、65 歳以上も推計対象に含めた。

ただし、65 歳以上の免許保有者数の推計は 70 歳

以下までとしている。就業者数の 65 歳以上の階

級には、70歳超の看護職員も含まれているが、70

歳超の階級の就業者数は不明である。このため、

本推計の 65 歳以上の潜在看護職員数は、「70 歳

超も含まれる 65 歳以上の就業者数」から「65 歳

以上～70歳以下の免許保有者数」を引いた値とし

た。 

②准看護師推計の精緻化 

 平成 24 年（2012 年）末時点における潜在看護

職員数のうち准看護師の推計では、厚生労働省で

行われた従来の推計方法を踏襲し、准看護師免許

を取得後、看護師免許を取得した者も准看護師と

計上し、推計を行っていた。このため、准看護師

免許のみ保有者や実際の看護師免許保有者の潜

在数の把握が出来なかった。本研究の推計では、

准看護師推計の精緻化を図るために、准看護師免

許のみの保有者を准看護師、准看護師と看護師の

双方の免許保有者は看護師として推計を行った。 

 

Ｃ. 研究結果 

１．看護師の潜在数（表１） 

 看護師の潜在数は、男性が 59,599 人、女性が

458,554 人、男女合計で 518,153 人であった。潜

在率は、男性が 38.18％、女性が 27.45％、男女合

計が 28.37％であった。潜在率は、女性よりも 

男性の方が高くなっていた。 

 男性においては、45歳以降から、年齢があがる

につれて潜在率が上昇し、定年退職となる 60 歳

以上の階級を除くと、「55～59歳」の階級の潜在

率が 60.02％と最も高くなっていた。 

 女性においては、男性とは異なり、年齢があが

るにつれて潜在率が上昇する傾向は認められず、

定年退職となる 60歳以上の階級を除くと、「35～

39歳」の潜在率が 34.19％と最も高く、次いで「30

～34歳」の潜在率が 26.75％となっていた。 

 男性・女性の全体においては、定年退職となる

60歳以上の階級を除くと、「35～39歳」の潜在率

が 34.15％と最も高く、次いで「55～59 歳」が

28.48％となっていた。 

 

２．准看護師の潜在数（表２） 

 准看護師の潜在数は、男性が 38,003人、女性が

237,728 人、男女合計で 275,731 人であった。潜
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在率は、男性が 63.57％、女性が 45.68％、男女合

計で 47.52％となっていた。准看護師も潜在率は

男性の方が高かった。 

 年齢階級別にみると、定年退職となる 60 歳以

上の階級を除くと、男性では 55～59歳が 78.74％

と最も高く、次いで 50～54 歳が 77.73％、25 歳

未満が 67.77％となっており、女性では 30～34歳

が 77.01％と最も高く、次いで 25 歳未満が

69.24％、25～29歳未満が 57.21％となっていた。

男性・女性の全体においては、定年退職となる 60

歳以上の階級を除くと、30～34 歳の潜在率が

75.23％と最も高く、次いで25歳未満が68.98％、

25～29 歳が 56.07％となっていた 

 

３．看護職員の潜在数（表３） 

 看護師と准看護師の潜在数を合計した看護職

員の潜在数は、男性が 97,602人、女性が 696,282

人、男女合計が 793,885 人であった。潜在率は、

男性が 45.21％、女性が 31.78％、男女合計が

32.98％であった。 

年齢階級別の潜在率は、男性では 45 歳を境に

上昇を続け、「45～49歳」は 47.05％と、「40～

44歳」よりも 20％以上、高くなっていた。それに

対し、女性は、定年退職となる 60歳以上の階級を

除くと、「30～34歳」が 37.82％と最も高く、次

いで「35～39歳」が 36.39％であった。男性・女

性の全体においては、定年退職となる 60 歳以上

の階級を除くと、30～34歳が 36.91％と最も高く、

次いで 35～39歳が 36.01％、55～59歳が 33.17％

であった。 

   なお、潜在看護職員の男女の構成比率をみると、

女 女性が 87.71％であった（表４）。 

  

 

 

注）入学時における年齢区分別データについて 看護師養成校カテゴリ別の年齢区分設定      

①大学（4年課程）：20～24歳、25～29歳、30～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49歳、50～54歳、

55～59 歳、60～64歳、65 歳～70歳 

②看護系短期大学、看護師養成所（3 年課程）：20～24 歳、25～29 歳、30～34 歳、35～39 歳、40～44

歳、45～49 歳、50～54歳、55～59歳、60～64歳、65歳～70歳 

③准看護師養成所（2 年課程）：20 歳未満、20～24 歳、25～29 歳、30～34 歳、35～39 歳、40～44 歳、

45～49 歳、50～54歳、55～59歳、60～64歳、65歳～70歳 

④高等学校衛生看護科（3年課程）：20 歳未満、20～24歳、25～29歳、30～34歳、35～39歳、40～44

歳、45～49 歳、50～54歳、55～59歳、60～64歳、65歳～70歳 

⑤高等学校・専攻科一貫教育校（5年課程）：20～24歳 25～29歳 30～34歳、35～39歳 

⑥看護系短期大学、看護師養成所（全日制、定時、通信）、高等看護学校専攻科（2 年課程）：20～24

歳、25～29 歳、30～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49歳                    

 

＊取得可能なデータから把握できた階級  
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表１ 看護師の潜在数と潜在率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊看護師免許取得者数の 65 歳以上は、データの存在する「70歳」までとした。 

表２ 准看護師の潜在数と潜在率 

 

＊准看護師免許取得者数の 65歳以上は、データの存在する「70歳」までとした。 
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表３ 看護職員（看護師、准看護師）の潜在数 

 

＊看護職員免許取得者数の 65歳以上は、データの存在する「70歳」までとした。 

 

 

表４ 男女構成比率 
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表５ 年齢階級別にみた看護師と准看護師の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 年齢階級別にみた看護師、准看護師の潜在率の分布 

 

 

 

13.02 

25.00 25.84 

34.15 

22.24 24.70 

14.92 

28.48 

49.18 

65.65 
68.98 

56.07 

75.23 

46.48 

31.66 
27.53 

47.42 
41.25 

52.02 
45.41 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

看護師 准看護師



18 
 

表６ 女性全体と看護職員（女性）の就業率 

 

 

 

図３ 年齢階級別にみた女性全体と看護職員（女性）の就業率の分布 
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４．看護師と准看護師の潜在率の比較  

年齢階級別にみた場合、看護師と准看護師では

潜在率の分布が異なっていた（表５、図２）。25

歳未満の潜在率において、看護師は他の年齢階級

と比較し、最も低くなっていたのに対し、准看護

師は 2番目に高くなっていた。また、准看護師は

34歳未満まで潜在率が高く、それから下がる傾向

にあり、45～49歳の潜在率が最も低くなっていた。

一方、看護師は、50～54 歳の潜在率が 25 歳未満

に次いで低く、14.92％となっていた。 

 

５．女性全体の就業率との比較 

平成 30 年（2018 年）における我が国の女性全

体の就業率２と女性看護職員の就業率の比較を行

った（表６、図３）。20～24 歳の年齢階級では、

女性看護職員の方が 5.03％高くなっていた。しか

し、25～29歳、30～34 歳、35～39 歳の階級では、

女性看護職員のほうが 10％以上、低くなっていた。

40 歳以降も総じて女性看護職員のほうが約 2～

3％低くなっていた。 

 

Ｄ. 考察    

１．看護職員全体の潜在 

平成 24 年（2012 年）末の推計においては、65

歳未満までの推計となっていたため、平成 30 年

（2018 年）末の潜在数についても 65 歳未満まで

の集計も行ったところ、平成 30 年（2018 年）末

では、65歳以上も含めた看護職員全体で 695,461

人、潜在率は 31.11％であった（表７）。一方、平

成 24年（2012年）末における 65 歳未満の潜在者

数は 733,371 人、潜在率は 34.08％であり、平成

30年（2018 年）末では潜在率が約－3％減少して

いた。この結果について、平成 4年（1992 年）に

制定された「看護師等の人材確保の促進に関する

法律」（人確法）では、看護師養成所の整備、夜

勤負担の軽減、看護業務改革、研修の促進といっ

た方針が規定され、47都道府県にナースセンター

が設置され、以来、ナースセンターにおいて潜在

看護職員の再就業支援や無料職業紹介事業、復職

支援のための研修などが行われている。また、医

療従事者のワーク・ライフ・バランスを向上させ

る取り組みとして、各都道府県に設置された医療

勤務環境改善支援センターでは、短時間勤務制度

などの雇用形態や勤務形態、勤務時間の選択が出

来るなど多様な働き方を実現させるための医療

機関の取り組みへの支援を行っている。このよう

な取り組みが看護職員の潜在率の上昇を抑える

一つの防波堤となっていることが推察される。 

復職に向けての適切な研修支援や、求職者と求

人側の希望、条件等があうのかといったマッチン

グのしくみ、あるいは復職後の労働環境や柔軟な

働き方などの保証がなければ、潜在看護職員の掘

り起こしや、定着・確保は困難となる。離職して

ブランクのある看護職員が安心して現場に復帰

できるようにするためには、引き続き、最新の医

療知識や技術が学べるような復職支援制度や、希

望する労働条件とみあった復職しやすい就業場

所や柔軟な働き方や雇用形態を提供できる働き

先とのマッチングの促進などを図っていくこと

が重要である。例えば、復職後の定着を推進して

いくために、就業前に給与が保障されるトライア

ル期間を設け、その間に、実際に自分のニーズに

合う職場なのかを判断し、就職の可否の意思決定

を行うことができるようなシステムも有用と考

える。 
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表７ 65歳未満の潜在看護職員・潜在率 

表８ 資格別の潜在数と潜在率 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
潜在数 97,602 696,282 793,885 59,599 458,554 518,153 38,003 237,728 275,731
潜在率 45.21% 31.78% 32.98% 38.18% 27.45% 28.37% 63.57% 45.68% 47.52%

看護職員 看護師 准看護師

 

 

また今般、新型コロナウイルス感染症への対応

として看護職員確保の必要性とそのための潜在

看護職員の掘り起こしの重要性が広く認識され

た。これを受け、政府は、令和６年度中にマイナ

ンバーを活用した看護職員の資質向上と就業促

進のためのシステムの構築を目指している。潜在

看護職員の居住場所や所有資格情報が不明であ

る場合、復職を呼びかけることができないことか

ら、この制度は今後、潜在看護職員を掘り起こす

ための重要なシステムになることが期待される。 

 潜在看護職員の数や潜在率に影響を及ぼしう

る要因として、夜間の働き方の改善や夜勤負担軽

減策に関する取組の推進もあげられる。例えば、

平成 28 年（2016 年）度診療報酬改定で拡充・新

設された夜間看護体制の評価に関わる加算のう

ち、「看護職員夜間配置加算」や「夜間看護体制

加算」の算定要件には、「勤務終了時刻と勤務開

始時刻の間が 11時間以上」、「勤務開始時刻が直

近の勤務開始時刻の概ね 24時間以降」、「夜勤の

連続回数 2 連続（2 回）まで」、「夜間を含めた

各部署の業務量を把握・調整するシステムの構

築」、「みなし看護補助者を除いた看護補助者比

率 5割以上」、「看護補助者の夜間配置」、「看

護補助業務のうち 5割以上が療養生活上の世話」、

「夜間院内保育所の設置」の各項目を組み合わせ

て実施することが求められている。 

 医療現場では、これらのうち、看護職員の負担

軽減策として、「看護補助者の夜間配置」の効果

を認識しており、一方で「夜勤の連続回数２連続

まで」「夜間院内保育所の設置」「夜間を含めた

各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築」

は効果が低いと認識していた３。また、加算の要件

にあげられた項目以外の夜間の業務に関係ある

負担軽減策として、「早出や遅出などの看護ニー

ズに応じた勤務の導入・活用」、「見守りセンサ

ー等のＩoＴ機器の導入」、「夜勤後の暦日の休日

の確保」が多く行われていることが明らかとなっ

ている３。このような近年の夜間の働き方に関わ

る取り組みも、離職防止につながっているものと

推察される。令和 2年（2020 年）度の診療報酬改

定でも、夜間看護体制加算等の項目の内容の見直

しが行われており、「夜勤後の暦日の休日の確保」、

「夜勤帯のニーズに対応した柔軟な勤務体制の

工夫」、「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担

軽減」の項目が追加となっている。引き続き、こ

の加算等の算定要件に示された項目などの取り

組みを通じて、より一層の夜間の働き方の改善に

つなげていくことが重要である。 

潜在率差分
潜在化の職員数・潜在率（65歳未満） 695,461 31.11% 733,371 34.08% -2.97%
潜在看護職員数・潜在率（65歳以上含む） 793,885 32.98

平成24年末平成30年末
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 さらに、働き方改革による多様な働き方の導入

や、そのような考え方の浸透が看護職員の潜在率

の抑止につながっているのではないかと考えら

れる。平成 21 年（2009 年）、男女ともに仕事と

家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、育

児・介護休業法が改正され、平成 24 年（2012年）

7 月 1 日からは 100 人以下の事業主も含め、すべ

ての事業主は、「短時間勤務制度（時短勤務）の

義務化」、「介護休暇の創設」、「子の看護休暇

の拡大」、「産後 8週間以内の父親の育休取得促

進」等の規定を適用することが求められるように

なった。この改正により、看護職員においても、

育児や介護を両立するための時短勤務や柔軟な

働き方が取りいれられるようになり、特に正規雇

用の看護職員の離職防止に一定の効果があった

ものと推察される。 

 なお、看護職員の働き方には、フルタイムで働

く「常勤」と、フルタイム勤務ではなく、自分の

都合にあわせて勤日や時間帯をある程度決めて

働く「非常勤」がある。「結婚・出産」、「育児」、

「介護」、「夜勤は不可」、「プライベートを重

視」等の事情を持つ看護職員は、離職はしないが

非常勤、あるいは休職を選択する傾向にある。平

成 31年（2019 年）4月 1日から「働き方改革関連

法」が順次施行されており、多様な働き方が進む

と、看護職員の潜在率は抑止できても、そのしわ

寄せとして、常勤者に業務負担が集中することが

懸念される。そうした事態を招かないようにする

ためには、休職者の復職支援や、非常勤者の有効

活用とともに、常勤者と非常勤者の役割分担と協

働による常勤者の業務量や夜勤回数の適正化等

の方策を整備し、推進していくことも重要である。 

 

 

２．性別、資格別にみた潜在（表８） 

看護職員（看護師と准看護師）の性別の潜在数

と潜在率は、男性が 97,602人で 45.21％、女性が

696,282 人で 31.78％、男性の潜在率が高くなっ

ていた。男性の潜在率を看護師・准看護師別でみ

た場合、看護師は 38.18％であったのに対し、准

看護師は 63.57％となっており、准看護師の潜在

率の高さが影響していた。男性だけでなく、女性

も同じ傾向がみられ、看護師が 27.45％であるの

対し、准看護師は 45.68％と、准看護師の潜在率

が高くなっていた。男女合計の潜在率も同様に、

看護師が 28.37％である一方で、准看護師が

47.52％であった。 

厚生労働省による「平成 30 年雇用動向調査結

果」で報告された「転職入職者が前職を辞めた理

由」について、男女ともに「定年・契約期間の満

了」を除き、女性の上位３つの理由は、上から順

に「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」、

「職場の人間関係が好ましくなかった」、「給与

等収入が少なかった」であった。それに対し、男

性の上位３つの理由は、上から順に「給与等収入

が少なかった」、「労働時間、休日等の労働条件

が悪かった」、「職場の人間関係が好ましくなか

った」となっており、「給与等収入が少なかった」

と「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」は、

ほぼ同率の割合であった。 

これは、一般的に男性が家族を養うといった性

別役割分業により、男性のほうが女性よりも「給

与等収入」を重視しており、この傾向が離職に影

響していることが推察される。つまり、給与格差

や処遇といった因子が、男性看護職員の潜在率、

特に男性准看護師の潜在率の高さに大きく影響

を与えているものと思われる。実際に、40歳代後

半以降の男性看護師の潜在率をみると、女性看護
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師に比べて顕著に高くなっている。看護師の給与

は、一般的に、上位職位になる機会や非管理職の

等級などの区分が少ないことから、昇進や昇格の

機会が得にくく、転職や再就業時にそれまでの経

験が加味された給与にならない場合等により給

与がなかなか上昇せず、「寝たきりカーブ」と呼

ばれるパターンがある。このため、昇進や昇格の

機会が得られず、昇給につながらないことが、女

性よりも、特に男性看護師の潜在率を押し上げる

要因となっている可能性が考えられる。また、男

性の准看護師では、34 歳未満と 40 歳代後半以降

で潜在率が高くなっており、34歳未満はキャリア

チェンジや看護師免許の取得、50 歳以上は給与や

処遇のよい業種への転職などが影響しているか

もしれない。 

それを示すデータとして、平成 30 年（2018 年）

の男性准看護師の平均年収は 422万 3,800円（平

均年齢 43.1 歳、勤続年数 11.5 年）であるのに対

し、男性看護師の平均年収は 445万 1,400円(36.9

歳、勤続年数 7.6 年)で、 平均年収で約 22.8 万

円の開きがみられていた４。なお、看護師全体の平

均年収は約 480 万円（平均年齢 39.3 歳、勤続年

数：8.2 年）、准看護師の平均年収は約 402 万円

（平均年齢 49.2 歳、勤続年数：11.6 年）となっ

ている。准看護師は、看護師よりも、平均勤続年

数が長く、平均年齢も高くなっているが、年収に

は 70 万円以上の開きがある。また男性の一般労

働者の学歴別の平均年収において、高専・短大卒

は、「35～39歳」が約 439 万円、「40～44歳」が

約 478万円、「45～49歳」が約 518万円、50～54

歳が約 530万円であり、准看護師の平均年収を上

回っていた４。大学・大学院卒は、「35～39 歳」

が約 602万円、「40～44歳」が約 678 万円であり、

看護師の平均年収を上回っていた４。 

 保健師助産師看護師法（第 5 条・第 6 条）に

おいて、看護師は「傷病者若しくはじよく婦に対

する療養上の世話又は診療の補助を行うことを

業とする」、准看護師は「医師、歯科医師又は看

護師の指示を受けて、前条に規定することを行う

ことを業とする」と規定されている。「看護チー

ムにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業

務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイ

ド（日本看護協会）」では、准看護師の役割とし

て、「看護師等の指示のもと、対象者の状態や変

化を観察し、記録・報告をするとともに、他職種

と協調しつつ、対象者や家族の尊厳や権利、価値

観を尊重・擁護し、安楽に配慮しながら安全に看

護を提供する」ことが求められ、「看護師等から

指示を受け、療養上の世話及び診療の補助を安全

に実施する責任がある」ことが明記されている。 

このように、准看護師は自身の判断や裁量で療

養上の世話を行うことに制約を伴い、看護師等の

指示が必要となることから、キャリアアップとし

て管理職として働くことが難しくなる。給与に加

え、そのような点が准看護師の潜在率の高さに影

響していることが推察された。 

 

３．年齢階級別にみた潜在 

 看護職員の年齢階級別の潜在率については、25

歳未満が 22.38％であるのに対し、30～34 歳が

36.91％、35～39歳が 36.01％と、13％以上高くな

っていた。看護職員の潜在率の男女の構成比は、

女性が 87.71%となっており、大半が女性であるこ

とから、女性の潜在率に影響を受けている。 

我が国における女性の労働力率（15歳以上人口

に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割

合）は、結婚・出産期に当たる 30歳代に一旦低下

し，育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、
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いわゆるＭ字カーブを描くことが知られている

が、近年、Ｍ字の谷の部分が浅くなってきている

ことが指摘されている５。そして、女性の年齢階級

別労働力率では、Ｍ字の底となる年齢階級も上昇

している傾向がみられている３。しかし、平成 29

年（2017年）の女性全体の就業率において、35～

39 歳が 74.8％であるのに対し、女性の看護職員

の就業率は 63.6％と、女性全体と比較して 10％

以上低くなっていた３。 

平成 29 年（2017 年）における女性の非労働力

人口 2,803 万人のうち、262 万人が就業を希望す

る一方、現在求職していない理由としては「出産・

育児のため」が最も多く，35.6％であったことが

報告されている３。日本看護協会が令和 2年（2020

年）にまとめた報告１で示された病院・職員調査の

「年齢別の看護職として就業していなかった理

由」においても、「35～39歳」は、「出産・育児」

が最も多く、34.4％となっており、その他を除い

て、次に「結婚」が 17.9％、「労働条件があわな

かった」が 14.6％となっていた。 

この結果から、女性は出産・育児が求職しない

理由となっており、特に不規則なシフトや夜勤が

伴う看護の労働環境下では、結婚・子育てとの両

立が難しいことから、他の職業よりもさらに就業

率が下がっていることが示唆される。 

そのため、看護職員においても、結婚、出産、

育児といったライフイベントと両立しながら働

くことができるように、「仕事と両立しやすい制

度の導入や職場環境の構築」、「柔軟な勤務時間

と勤務体制の選択」、「残業がない・少ない」な

どの環境づくりや多様な働き方ができる体制の

整備が一層求められる。 

 一方、看護職員の「60～64歳」、「65歳以上」

の潜在率は、それぞれ、49.18％、65.65％である

が、そのことは逆に言えば、60～64歳の看護職員

の 50％超、65 歳以上の約 35％が就業しているこ

とになる。我が国では、先に述べたように 65歳ま

での雇用確保対策を進めており、60歳以降も定年

延長や再雇用によって就業継続が可能となって

きている。看護職員の 11人に 1人は 60歳以上で

あり、各都道府県の看護協会においても、定年退

職前後の看護職員を「プラチナナース」と呼び、

高年齢の看護職員がこれまで積み重ねてきたキ

ャリアを活かしながら、何らかの形で看護の仕事

を継続したり、復職したりすることができるよう、

プラチナナースの確保・定着事業を展開している。 

日本看護協会の令和元年（2019 年）の調査１に

よると、「50歳以上」の看護職員に限定した定年

後の働き方についての回答において、「看護職と

して働き続けたい」と回答した者（非管理職）の

割合が 41.9％であり、「50～54歳」「55～59歳」

がそれぞれ 35.9％、46.6％であったのに対し、「60

～64歳」は 68.1％であり、「65歳以上」は 50.0％

であった。また、働き続けたい年齢は、「65～69

歳」が 56.3％で最も多く、次いで「70～74歳」が

30.7％となっていた。「看護職として働き続けた

い場所」として、「とても関心がある」と「やや

関心がある」をあわせて、医療機関が 78.3％、介

護施設が 43.9％となっていた。このように、「定

年退職前の看護職のうち、働きたいという意思を

持っている者」が約 7割を占めている。この結果

を踏まえ、「プラチナナース」を活用した定年延

長や再雇用を促進し、特に、求人倍率が高い訪問

看護ステーション（3.10倍）、20－199床の病院

（1.99 倍）、200－499 床の病院：（１.64 倍）、

特別養護老人ホーム（1.26倍）では看護職員の不

足が深刻であることから６、潜在化を招かないよ

うに看護職員の確保・定着を図ることが求められ
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る。 

なお、准看護師は看護師と比較し、65歳以上階

級を除き、いずれの年齢階級においても潜在率が

高くなっており、特に「25歳未満」「25～29歳」

「30～34歳」での潜在率が高くなっていた。この

原因として、 結婚、出産、育児といったライフイ

ベントの他に、看護師免許取得のための進学とい

った理由の影響が推察される。看護師の就業者数

は、平成 30年（2018年）末約 121万 8,606 人と、

平成 28 年（2016 年）末よりも 6 万 9,209 人の増

加が認められているのに対し、准看護師の就業数

は平成 28 年（2016 年）から 1 万 8,632 人の減少

がみられ、平成 30年（2018 年）は 30万 4,479人

となっている。准看護師の就業者数は、平成 20年

（2008 年）末から平成 30 年（2018年）末にかけ

ては、70,563人と、減少し続けている。看護師資

格の取得を理由とした一定数の潜在化は、今後も

続くことが予想される。 

 

Ｅ. 結論 

 平成 30 年（2018 年）末の推計では、推計対象

者に 65 歳以上を含め、准看護師から看護師の資

格を取得した者は看護師に含め、看護師と准看護

師それぞれについて推計を行った。 

 その結果、平成 30年（2018年）末の 65歳以上

も含めた看護職員の潜在数（潜在率）は、793,885

人（31.11％）であった。65 歳未満とした場合に

は、695,461 人（32.98％）であった。平成 24 年

（2012 年）末と比較し、潜在数は約－3％の減少

が認められた。 

 資格別にみると、看護師の潜在率が 28.37％で

ある一方で、准看護師が 47.52％と、准看護師の

潜在率が高くなっていた。看護職員の年齢階級別

の潜在率については、25歳未満が 22.38％である

のに対し、30～34 歳が 36.91％、35～39 歳が

36.01％と、13％以上高く、60 歳までのピークと

なっていた。 

こうした看護職員の潜在化の状況を踏まえ、さ

らに潜在化要因を検討し、離職防止、復職支援施

策や復職環境の整備を推進することが重要であ

ると考える。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表  なし 

２．学会発表  なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録  

なし   

３．その他 

なし 

３．その他 
  

引用参考文献 

１．日本看護協会：2019年 病院および有床診

療所における看護実態調査報告書２．男女共

同参画白書 平成 30年版      

３．平成 30年度診療報酬改定の結果検証に係

る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負

担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関

する実施状況調査」 

４．平成 30年賃金構造基本統計調査 

５．男女共同参画白書 平成 25年版 
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６．日本看護協会：2019年度「ナースセンタ

ー登録データに基づく看護職の求職・求人・

就職に関する分析」 結果 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

「新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因と 

エビデンスの検証についての研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 2 年度） 

 

看護職員の離職理由に関する文献検討 

研究分担者 臼井美帆子 有明医療大学 看護学部 准教授 

         研究代表者 小林美亜 静岡大学創造科学技術大学院 特任教授  

 

 

 

 

 

研究要旨 

看護職員の潜在化を防ぐためには、離職防止・定着促進が重要となる。本研究では、このうち看護職

員の離職理由に着目した先行文献の分析を行い、離職の防止に向けた考察を行うことを目的とした。 

最新看護索引 Web を用い、「看護師」「離職」「理由」のキーワードで検索して得られた 21 文献のう

ち、７文献を選定した。さらに医中誌 Web を用いて、「看護師」「離職」「理由」をキーワードにし、潜在看

護職員数として本研究以前に推計された平成 24 年（2012 年）当時から今日までの状況を特に把握する

ことを目的に、平成 23 年（2011 年）から令和 2 年（2020 年）に出版された原著論文の検索を行い、得ら

れた 68 文献のうち、１2 文献を選定した。さらにハンドサーチで得られた 1 文献を加えて対象文献とし

た。なお、キーワードに「准看護師」は含めていないが、対象文献は准看護師も含めたものを扱った。 

その結果、看護職員の離職理由としては、「結婚」、「妊娠・出産」、「育児」というライフイ

ベントが多く占める一方で、職場内の人間関係もみられた。このうち新人看護職員では、リアリ

ティショック、職場内の人間関係の 2点が共通した離職要因となっていた。一方、中堅看護職員

では、人間関係や労働環境に加え、キャリアプラン、仕事のやりがい、看護実践能力と自己効力

感が離職要因として挙げられていた。看護職員の離職防止に向けて、新人看護職員に対しては、

リアリティショックを緩和するための教育体制や取組み、人間関係の構築、相談窓口の確保など

が重要であることが示唆された。中堅看護職員においては、職場におけるスタッフや管理者との

良好な人間関係、刺激し合えるような仲間・認め合える仲間・支えてくれる人間の存在、現在の

仕事に対するやりがい・満足感、有給休暇や希望に応じた休みを必要に応じて取得できることが

就業継続意思につながっていた。このため、離職防止に向けては、看護職員がさまざまなライフ

イベントを通過しながらも就業を継続できる環境整備に加えて、新人あるいは中堅など、看護職

員としての経験年数の違いによる離職理由の傾向を踏まえた職場環境や労働条件の整備が求め

られることが示唆された。 
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Ａ. 研究目的 

内閣府が毎年公表する高齢社会白書の平

成 24 年（2012 年）版によると、日本における高

齢化は、類を見ない速度で進行している。日

本の高齢者数は、平成 27 年（2015 年）ですで

に 3000 万人を超えており、国民の４分の１以

上（26.8%）を高齢者が占めている。ピークを迎

えるのは、令和 24年（2042年）の約 3900万人

と考えられており、その後も少子化の影響を受

けて、令和 42 年（2060 年）には 65 歳以上の

人口が 40％を超えると推定されている。令和７

年（2025 年）には既に、団塊の世代が 75 歳の

後期高齢者となることによって、国民の約 3 分

の１にあたる 30.3％が後期高齢者となり、国民

の医療や介護の需要はこの時期以降に大幅

に増加することが予想されている 1)。 

一方、看護職員の数は平成 24年（2012年）

以降も増加し続けている。たとえば、衛生行政

報告例によれば、平成 20 年（2008 年）では

1,323,459 人であったのに対し、平成 24 年

（2012 年）は 1,452,635 人、さらに平成 30 年

（2018 年）では 1,612,951 人と、10 年間でおよ

そ 29 万人増加している。しかし、看護師の有

効求人倍率は、令和元年において 2.46倍とな

っており、全業種の全体平均、1.42 倍と比較し

て高い状態にある 2)。また、厚生労働省が医療

従事者の需給に関する検討会看護職員需給

分科会において令和元年１１月に公表した中

間とりまとめでは、令和７年（２025 年）には、看

護職員の需要について労働環境の変化に対

応して幅を持たせた 3 通りのシナリオを設けた

推計により 188 万人から 202 万人が必要とな

るとした。それに対し、同年の供給推計は 175

万人から 182 万人と見込まれ、需要が供給を

上回る結果となっている 3）。 

日本看護協会の調査によると、令和元年

（2019 年）度における看護職員の離職率は既

卒採用が 16.4％、正規雇用は 11.5％、新卒採

用は 8.6％で、令和元年（2019 年）度は前年よ

り離職率がやや上昇したが、それ以前は 10 年

以上ほぼ横ばいの状態にある 4)。この間、離職

し潜在看護職員となる者は、どのような理由で

離職しているのか。 

本研究では、平成 23 年（2011 年）から令和

2 年（2020 年）に発表された先行文献に着目

し、その内容について分析を行い、離職の抑

止に向けた考察を行うことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

最新看護索引Webを用い、「看護師」「離職」

「理由」のキーワードで検索し（検索実施日：令

和 2 年 2 月 24 日）、得られた 21 文献のうち、

看護職員としての経験年数の違いによる離職

理由が明らかな 7 文献を選定した。さらに医中

誌 Web を用い、「看護師」「離職」「理由」をキ

ーワードにし、平成 23 年（2011 年）から令和２

年（2020 年）に出版された原著論文を検索し

（最終検索実施日：令和 2 年 3 月 8 日）、得ら

れた 68 文献のうち、看護職員としての経験年

数の違いによる離職理由の明らかな１2 文献を

選定した。そのうち、中堅看護職員については、

「臨床経験3年以上で、状況を局面ではなく一

体として捉え、その実践には格率（行為や倫

理の規則）を指針として用いている看護師」と

して選定した。さらにハンドサーチで得られた1

文献を加えて対象文献とした。なお、「看護師」

をキーワードに用いているが、一部文献には

准看護師も含まれる。 

 

Ｃ. 研究結果   

  １．全体的調査 

田村らは、石川県における看護師の離職状

況について年代別、理由別の調査を行ってい

る。離職者は 25～39 歳が最も多く、全体の

35.6％を占めていた。1,404 人の退職理由のう

ちわけは、「結婚」が 24 歳以下、25～29 歳の
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両群において１番多い（順に、 32.8％、

26.9％）。30～34 歳の群では、「妊娠・出産」が

１番多く（１７.４％）、２番目の育児（14.7％）と併

せると、32.1％となる。35～39 歳、40～49 歳、

50 歳以上の３群に於いては、「新たな看護経

験を求めて」が１番多かった（順に 18.8％、

23.0％、13.6％）。「介護」を退職理由にしてい

る年代で最も多かったのは 40～49歳の群であ

った（5.2％）。このように、主に女性のライフイ

ベントに合わせて離職する看護師が多くみら

れた。また、「新たな看護経験を求めて」が退

職の理由として、どの年代においても上位 3位

以内の理由に含まれ、35 歳以降では退職理

由の 1位になっていた。この背景には、専門職

としてのスキルアップや、看護への思い、やり

がいなどを常に求めている看護師が多く存在

することが推測される。また、全世代に共通し

て一定数存在したのは職場内の人間関係を

理由に退職した者であった５) 。 

朝倉らは、結婚、妊娠・出産、育児という 3

つのライフイベントの影に隠れた離職理由に

着目し、就業年数 3～10 年で離職した元看護

師 4名を対象に半構成的面接による質的研究

を行い、看護師が離職する理由として、表向き

に報告される上記 3 つのライフイベントとは別

に、在職中の体験として「キャリア・デベロップ

メントの機会の欠如」「専門職として評価されな

い不満」「充実した休暇が取れない不満」「心

身の重い負担」等の要因が離職に与える影響

が大きいことを明らかにした６）。 

さらに、川島らは、主に石川県の地域にお

ける診療所や介護保険施設に勤務する看護

職員の離職・再就職の実態について調査し、

必要な支援策の検討を行なった。回答者は

916 名であり、有効回答は 859 名あった。ここ

でも退職の最大の理由は「結婚」、「妊娠・出

産」、「育児」というライフイベントが上位を占め

ていた。また、「新たな看護の経験を求めて」と

いいう多様なキャリア形成志向も上位となった。

他方で、「施設長との考えの相違・確執」、「職

場の人間関係」なども少なくなく、診療所や介

護保険関連事業所の看護職員の要望に応え

る職場環境の整備等の必要性を指摘していた
７）。 

吉田らは、A 県における訪問看護師 218 名

に対して離職意識について調査を行なってい

る。対象者の基本属性として、年齢は 50 歳代

と４０歳代が最も多く（順に 39.9％、38.1％）、

看護師経験年数は、20 年以上 25 年未満が

28.4％であり、次いで 15 年以上 20 年未満が

17.0％であった。訪問看護経験年数は、多い

順に、５年以上 10 年未満、３年未満、10 年以

上 15 年未満であった（順に、27.5％、23.3％、

17.8％）。訪問看護師が離職を考える理由とし

て、「管理者としての責任と苦悩」、「身体的、 

精神的な負担感」、「人間関係のストレス」、「ケ

アへの不安」、「業務システムへの不満」、「仕

事と家庭の両立困難」、「訪問看護師への不

適応」の７つが挙げられた。離職を防ぐために、

職場内でサポートを求めやすい環境づくりや、

訪問看護システムの特徴についての教育の必

要性が指摘されていた 8）。 

 

２．新人看護職員の離職理由 

内野らは、新人看護師の離職要因とその対

策について、平成 17 年（2005 年）以降の 73

件の文献研究を行っている。その結果、新人

看護師の離職要因として、「リアリティショック」、

「職場内の人間関係」、「勤務時間・指導体制」、

「心と身体の健康問題」、「新人看護師自身の

問題」、「バーンアウト」、「キャリアアップ」、「医

療ケアへの恐怖」、「不確かな職業意識」、「従

業員管理の無責任な体制」があげられ、特に

「リアリティショック」、「職場内の人間関係」の 2
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点が、どの文献においても共通してみられる離

職要因となっていたことを明らかにした９）。 

小池らは、大卒の看護師の就業動向と職場

定着状況について、A 大学看護学士課程修

了後 1 年から 3 年の看護師 75 名を対象に調

査を行い、退職意向の理由を考察している。

その結果、就業後 6 ヶ月から２年 6 ヶ月の間に

30.7％の看護師が退職をしたいと考えていた。

また、実際に退職した者の退職理由としては、

進学や保健師、養護教諭などへの転職など、

自身のキャリア形成やスキルアップを目指した

退職が多かったが、報告されない理由として

は、仕事の大変さや自分自身の能力不足など

仕事を苦にするような内容が主であった１0）。 

栗原らは、東京都ナースプラザにおける調

査で、就業１年未満の新卒看護職員（保健師、

准看護師を含む）の離職理由と離職を考える

時期について考察している。東京都ナースプ

ラザに来所した新卒看護職員78名の中で、既

に退職している 35 名（保健師 2 名、看護師 32

名、准看護師 1 名）の離職理由として「自分の

適性・能力への不安」、「健康上の理由（精神

疾患）」、「医療事故への不安」などが上位を占

めた 11）。 

また、片桐らは新卒看護師の離職理由と就

業継続に必要とされる支援内容について国内

の文献研究を行い、新人看護師の離職理由

に、「看護実践能力の不足」と「精神的落ち込

み」があることを指摘した１２）。 

 さらに中嶋 13）は、社会人経験があり早期に

離職した 30 歳代未婚の女性看護師へのイン

タビュー調査を通して、社会人経験のある新

人看護師の認識について考察している。社会

人経験がある場合は、社会人経験がなく若い

看護師と比べて労働条件や労働環境に対す

る意識が高く、教育体制や業務内容のギャッ

プだけでなく、看護師の労働環境におけるリア

リティショックも早期離職に関与する要因となり

うると指摘した。 

 小田は、ある県における訪問看護師 1089 名

の離職意向について調査を行っている。訪問

看護は自らが望み就職したこともあり、離職意

向は低い傾向にあるものの、23.9％の看護師

が 1 年間で辞めたいと思うことがあった 14）。1

年で職場を変わる可能性について、病院が

41.7％と最も高く、雇用形態では常勤の方が

高い結果を示していた。小規模な訪問看護ス

テーション内の資源にも限界があり、業務連携

している病院などから業務上だけでなく、教育

の視点からも連携を検討していく必要があると

述べている１４）。 

 柴田らは、同じく訪問看護師の離職理由に

ついて、訪問看護ステーション 48 か所に勤務

する（非常勤を含む）訪問看護師 203 名を対

象に職場内・外サポート体制の検討から調査

している。離職を考える理由として、精神的負

担を考えている者が半数を占めており、職責と

役割、業務内容、業務内容とのギャップが影

響していた 15)。 

 

３．中堅看護職員の離職理由 

中野は、中堅看護師が「辞めたいと思った

理由」と「働き続ける理由」に焦点をあてて文

献レビューを行なっている。その結果、中堅看

護師においては、「キャリアプラン」、「やりがい」

「人間関係」、「労働環境」、「看護実践能力」、

「自己効力感」が離職要因と大きく関わってお

り、それらは共通して職業継続の要素ともなっ

ていた 1６）。 

 小野による A 小児専門病院に勤務する勤

続５年目以上の看護師 227名を対象に行われ

た「辞めたいと考えた理由と辞めたいと考えた

時期について」の質問紙調査 （回収率51.9％）

では、1～2 年目に「精神的にゆとりがない」と

思っていた看護師が 82％と最も多く、3～5 年
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目で最も多かったのは「業務以外の役割負担」

で 88％、6～9年目になると「人間関係によるス

トレス（上司・スタッフ・他職種）」が 90％を占め、

10～14 年目では「責任の重たさを感じた」が

90％と高い結果であった。また、入職後 3～6

年目に辞めたいと考えた人が最も多かった 1７）。 

 

４．看護職員の離職抑止に向けたサポート 

前述の内野らによると、新人看護師の離職

理由の最多は、「心と身体の健康問題」であっ

た。これについて、離職した新人看護師が求

めていた対策は、「勤務体制の管理」、「人間

関係の構築」、「基礎教育機関が担うべき事

項」、「相談窓口の確保」であった。新人看護

師が心と体の健康維持や管理が自ら行えるよ

うな、ストレス・マネジメント教育を含む健康教

育の推進、看護師としての職業アイデンティテ

ィ確立への支援、看護師としての成長過程に

伴って生起する問題に対する対処方法等の

準備教育が、必要かつ有効であることが示さ

れていた 9)。 

同じく前述の中野は、中堅看護師の就業継

続には、ストレス・マネジメントに着目した支援

が重要で、思考の転換や、ストレスの共有がで

きる機会の提供が必要であると述べている 16)。 

酒井らは離職率が低いと評価されている A

救急病院の救命病棟における中堅看護師 39

名の就業環境の実態について無記名アンケ

ート調査を行なっている。その結果、「職場に

おけるスタッフや管理者との良好な人間関係」、

「刺激し合えるような仲間・認め合える仲間・支

えてくれる人間の存在」、「現在の仕事に対す

るやりがい・満足感、有給休暇や休み希望を

必要に応じて取得できること」が就業継続につ

ながっている可能性を示唆していた１8)。 

前述の小田は、訪問看護師の離職意向に

ついて、上司や先輩のソーシャル・サポートを

十分に受けている看護師の離職意向は低く、

訪問看護の現場において、ゆとりある職場環

境の整備が必要であることを指摘していた 14)。 

また、柴田による無記名自記式調査でも、

職場内で情緒的サポートが充実している訪問

看護師は、仕事を辞めたいと感じることは少な

かったとしている 15)。 

石川県の看護師について調査した田村らは、

就業継続には家族の理解・協力、職場の人間

関係が大きく影響していると述べている５)。 

古寺は、地方における中規模病院（200 床

以上、300 床未満）において、中堅看護師（臨

床経験 4 年以上 10 年未満）55 名、および熟

練看護師（臨床経験 10 年以上）117 名が離職

を思いとどまった理由について、無記名の自

記式質問紙調査より考察した。調査結果から、

中堅看護師にとっては、「同期や家族のサポ

ートと給料」、「同僚が良いこと」、「子供を育て

る生活費」、「生活できる職場環境」、「先輩看

護師の言葉」、「頑張ろうと思える声かけ」が、

熟練看護師にとっては、「家族の協力と患者の

感謝の言葉、やりがい」、「福利厚生が良く、好

きな看護が続けられること」、「人間性が認めら

れていること」、「教われる先輩看護師が多く働

いていること」、「慣れた環境で安定した給料が

あること」、「辛い事を分かち合える仲間がいる

職場」が離職を思い留まった理由としてあげら

れている 19）。 

野崎らは医療現場を離職し、海外へ長期渡

航した後、帰国後に復職した中堅看護師１２

名について、離職理由と、帰国後の意識や行

動の変化についてインタビュー調査を行い、

離職理由について考察している。離職理由と

しては、「労働環境の厳しさ」、「新たな職務・

役割の追加」、「ワーク・ライフ・バランスの欠
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如」、「身体・精神面の負荷」、「看護職として働

き続けることの限界」などがあげられており、バ

ーンアウトに近い状態の者が多かった。しかし

帰国後は、「自己の再認識」、「自己基盤の獲

得」、「人間理解の深まり」が認識され、長期の

海外渡航が、離職した中堅看護師の自己概

念の再構築や人間理解の深まりに影響を及ぼ

していた。人間の持つ強さ（レジリエンス）を高

め、精神的な健康を回復するのに有効に機能

したものと考えられた 20)。 

林らは、ライフイベント等を理由に離職した

看護師のうち、復職を果たした看護師（看護師

免許取得後、看護師として就業後に離職し、

１年以上の未就業期間を経て看護師として

再就業した看護師）93 名の特性調査から、職

業経験評価尺度を用いて職業経験の質につ

いて分析を試みている。看護師として復職後

に１年以上就業を継続している看護師と離職

経験がない看護師の間に、職業経験の質的

差異は認められず、復職した看護師の職業経

験の質の低下は認められなかった。むしろ、一

度離職した後に復職を果たした看護師は、離

職前の過去の職業経験や、離職後のライフイ

ベント等も含めた多様な人生経験を看護に生

かし、看護の質を維持向上している傾向にあ

った 21)。 

前述の中野は、中堅看護師の職業継続に

はストレス・マネジメントが関わっており、離職

の抑止に効果があると指摘していた 16)。 

大部らはある病院における中途採用の看護

師の入職後に退職を考えた理由と職務を継続

している理由について、６７名を対象にアンケ

ート調査を行い考察している。その結果、中途

採用者の就業継続を促進させるためには、

「給料、看護業務、人間関係、勤務体制、体力、

病棟異動、生活の維持、職場環境、休暇、福

利厚生、上司への信頼、就業意欲とキャリアア

ップ志向といった要素に対する主観の揺らぎ

を受容する」、「組織的な教育支援の構築」、

「中途採用看護師の意見も参考に，よりよい看

護体制の構築」、「病院組織の改善にむけた

進言を吸い上げるシステムの構築」の４つの支

援を行うことが必要であると指摘している 22)。 

金子らは離職率の高い高齢者施設で働く

看護職員 183 名（看護師 102 名、准看護師 81

名）の離職意向に影響を及ぼす因子の抽出を

行い、ワークエンゲイジメント（仕事に対して、

熱意、没頭、活力の三つがそろい、ポジティブ

かつ充実しているという心理状態）が看護職員

の職務満足に影響し、職務満足は離職意向

に影響することを明らかにした。ワークエンゲイ

ジメントの離職率への影響は間接的であるが、

離職抑止にはワークエンゲイジメントが重要で

あると述べられていた 23)。 

 

D.考察 

１）看護職員の離職理由 

女性が多くを占める看護職員の離職の最も

大きな要因は、結婚や子育てなどライフイベン

トに関連するものが多数を占めている。このた

め、39 歳以下の看護職員の離職が多いことと

関連している。残る理由として、新人看護職員

の場合、実際の仕事と自分の理想のギャップ

や多忙さ、重責が挙げられる。また、ライフイベ

ントに関連しないものとして、職場の人間関係

等、メンタルサポートが不完全であることが挙

げられる。 

 

２）新人看護職員の離職防止に向けて 

平成 16 年（2004 年）11 月～12 月に実施さ

れた、200 床以上の全病院の看護部長を対象

にした「2004 年 新卒看護職員の早期離職等

実態調査」（日本看護協会）」24）によると（ｎ＝

1219）、新卒看護職員の職場定着を困難にし

ている理由として、多い順に「基礎教育終了時

点の能力と現場で求める能力とのギャップが
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大きい」が 76.2％、「現代の若者の精神的な未

熟さや弱さ」が72.6％、「看護職員に従来よりも

高い能力が求められるようになってきている」

が 53.3％となっていた。一方、2004 年から

2013 年の離職理由に関しての文献検討から

得られた報告 12）においても、「リアリティティショ

ック」、「実際の仕事と自分の理想のギャップ」、

「自分の適性・能力への不安」、「看護実践能

力の不足」といった、平成 16 年（2004 年）時点

の上位 3 項目にあがった理由 24）と同じ傾向が

みられた。 

また、今回の文献レビューの結果では、当

該調査で報告された離職理由として、回答割

合が低かった「個々の看護職員を『認める』『ほ

める』ことが少ない職場風土（20.9％）」、「自分

が医療事故を起こすのではないか、という不安

で萎縮している（28.5％）」に関連した要因であ

る「人間関係」、「医療事故への不安」につい

ても、離職の主要因としてあがっていた。 

新人看護職員が求める対策としては、「人

間関係の構築」、「相談窓口の確保」が示され

ており、人間関係を良好に保つことのできる職

場風土の構築、新人看護職員からの相談を受

け付け、メンタルサポートをしたり、ストレス・マ

ネジメント等の教育を提供したりしていくことの

重要性が示唆された。また、「医療事故の不安」

に対しては、たとえば医療チームで医療安全

を保証する前提として、チームステップスを通

じて、ノンテクニカルスキルを高め、アサーティ

ブコミュニケーションを実践できる環境を構築

することも重要と考えられる 25)。 

 

3）中堅看護職員の離職防止に向けて 

「平成 19 年潜在ならびに定年退職看護職

員の就業に関する意向調査報告書」（日本看

護協会）によると、潜在看護職員の離職（潜在

化）の理由は、① 個人の状況に関する理由 

「妊娠・出産」、「結婚」、「子育て」、② 職場環

境に関する理由 「勤務時間が長い・超過勤務

が多い」、「夜勤の負担が大きい」、「休暇がと

れない」などとなっていた。 

文献レビューの結果から、この 10 年でも、こ

れらの要因は中堅看護職員の離職の主要因

となっており、変化は認められなかった。しかし、

当該調査で、離職理由として回答割合の低か

った「興味が持てない・やりがいがない

（5.7％）」、「進学・研修・留学（5.4％）」に関連

した要因である「新たな看護経験を求めて」が、

平成 24 年（2012 年）に調査を行った文献 6）か

らは退職の主理由として認められており、35 

歳以降では退職理由の 1 位になっていること

から、やりがいを持つことのできる職場環境の

整備やキャリアアップを図ることのできる教育

や機会の提供が離職防止に向けて重要となる

ことが示唆された。生涯現役で看護職として働

き続けるためには、生涯現役に向けたキャリア

プランを考えていくことが必要となる。離職防

止に向けた生涯を通じた「キャリア形成のあり

方」や「やりがいをもてる働き方」を検討してい

くことが求められる。 

また、同調査では、離職理由として、高い割

合では認められなかった「上司との関係

（11.3％）」「同僚との関係（7.1％）」と関連して

いる「人間関係」が、今回の文献レビューでは

主要因としてあげられていた。 

 

4）「人間関係」に関する要因について 

日本医療労働組合連合会による「2017年看

護 職 員 の 労 働 実 態 調 査 」 26 ） に よ る と

（n=33,402）、回答者の 29.0％がパワーハラス

メントを受けたことがあると回答しており、受け

た相手は「看護部門の上司」が 57.9％、医師 

が 41.2％となっていた。「看護部門の上司」か

らのパワハラは、40 歳代以上では約 5 割であ

り、20 歳代では 7 割を超えていた。日本看護

協会の「2019 年 病院看護実態調査」27）によ



33 
 

ると（ｎ＝3385 病院数）、職員間の暴力・ハラス

メントへの対策として、取り組んでいる割合が

最も高かったのが「暴力・ハラスメントへの相談

対応等の取り組み」の 78.6%であり、次いで

「暴力・ハラスメントに対する事後の迅速・適切

な対応等の実施」が 74.0%、「暴力・ハラスメン

トに対する病院としての基本方針の明確化」が 

73.1%となっていた。「暴力・ハラスメント発生要

因の解消のための職場環境の改善の取り組

み」は 65.7％となっていた。 

パワーハラスメントは、就業意欲の低下や鬱

などの精神面の不調などを引き起こし、離職

率の上昇につながる。「労働施策総合推進法」

の改正により、職場におけるパワーハラスメント

防止対策が事業主に義務付けられ、令和 2 年

（2020 年）６月１日より施行になっている。これ

により、パワーハラスメントの取り組みは推進さ

れていくものと思われる。看護の臨床現場にお

ける過大な業務量と人手不足、また風通しが

悪い、閉鎖的な職場環境などは、日常的に過

度なストレス状態を引き起こすことになり、パワ

ーハラスメントが生じるリスクも高くなる。このた

め、このような職場環境や職場風土を改善す

る取り組みが、離職を防止する上で必要不可

欠である。加えて、適切な指導に係る教育や

円滑なコミュニケーションを図ることのできる研

修なども重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、看護職員の離職理由に着目

した先行文献の分析を行い、離職の抑止に向

けた方策を検討した。主な離職要因となる結

婚、妊娠・出産、育児というライフイベントがあ

っても就業を継続できる環境整備や、人間関

係も離職に関係していることから、円滑な人間

関係を保つことのできる職場環境の工夫が必

要であることが示唆された。 

また、新人看護職員に対しては、リアリティ

ショックを緩和するための教育体制や取組み、

人間関係の構築、相談窓口の確保などが重

要であることが示唆された。一方で、中堅看護

職員では、現在の仕事に対するやりがい・満

足感などが就業継続意思につながっており、

看護職員のキャリアが経験年数の違いによる

離職傾向の特徴を踏まえた対応策を考えるこ

とも重要であることが示唆された。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

１．論文発表なし 

２．学会発表なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得なし 

２．実用新案登録なし 

３．その他 なし 
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Ａ. 研究目的 

 看護職員は女性が多くを占めることから、潜在

化する要因として、結婚・出産・育児といったラ

イフイベントによる影響が考えられてきた。その 

 

一方で、仕事に対する意識や働き方は、生まれた 

時代による世代の価値観が反映される可能性が 

ある。そこで、本研究では、今後の潜在化の将来 

予測に役立てるために、世代構成やライフサイク

ルが反映される年齢構成による潜在化への影響 

を分析することを目的とした。 

研究要旨 

本研究では、今後の潜在化の将来予測に役立てるために、世代構成やライフサイ

クルが反映される年齢構成による潜在化への影響を分析することを目的とし、看護

職員の潜在率をコーホート（世代）効果と年齢効果に分解し、潜在率への影響を検

討した。具体的には、平成 30年（2018年）時点で免許取得者数が推計された各コー

ホートについて、 平成 30 年（2018年）から 5年刻みに昭和 52年（1977年）まで

遡り、20歳代前半以上の各年齢階層における潜在率を求め、潜在率は生存率によっ

て補正を行った。そして、潜在率を目的変数として、コーホート階層や年齢階層を

示すダミー変数を説明変数とし、年齢効果とコーホート効果に分解した重回帰分析

を看護職員全体、看護師（女性）、准看護師（女性）を対象にして行った。 

その結果、看護職員全体、看護師（女性）においては、結婚・出産・子育てとい

ったライフイベントが潜在化を引き起こし、ライフイベントが一段落すると復職す

る傾向にあることが示唆された。また、世代による価値観も、潜在化に影響を与え

ていることが推察された。例えば、卒後臨床教育やゆとり世代にあわせた新人看護

職員教育を受けた世代は、離職率が低下し、潜在率を低減させた一つの重要因子と

なっていることが推察された。准看護師（女性）では、看護師免許を取得するため

の進学が潜在化につながっていると考えられた。 
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Ｂ．研究方法 

宮崎、中田 1 の手法に基づき、看護職員の潜

在率をコーホート（世代）効果と年齢効果 

に分解し、潜在率への影響を検討した。具体的

には、平成 30 年（2018 年）時点で免許取得者

数が推計された各コーホートについて、 平成

30 年（2018 年）から 5 年刻みに、データが存

在している昭和 52 年（1977 年）まで遡り、20

歳代前半以上の各年齢階層における潜在率を

求め、潜在率は生存率によって補正を行った

（表１～３、図１～３）。例えば、平成 30 年

（2018 年）時点で、第 0世代は 65 歳以上にな

っており、その潜在率を算出した。ただし、65

歳以上の免許保有者数の推計は 70 歳以下まで

としている。就業者数の 65歳以上の階級には、

70 歳超の看護職員も含まれているが、70 歳超

の階級の就業者数は不明である。このため、本

推計の 65 歳以上の潜在看護職員数は、「70 歳

超も含まれる 65 歳以上の就業者数」から「65

歳以上～70歳以下の免許保有者数」を引いた値

とした。続いて、その第 0世代の人達が昭和 52

年（1977 年）まで、5年ごとに遡ったときの「60

～64歳」、「55～59 歳」、「50～54 歳」、「45

～49歳」、「40～44 歳」、「35～39 歳」、「30

～34歳」、「25～29歳」のカテゴリに属してい

たときの潜在率を算出した。 

次に、潜在率を目的変数として、コーホート

階層や年齢階層を示すダミー変数を説明変数

とし、コーホート効果と年齢効果に分解した重

回帰分析を行った。 

コーホート階層のダミー変数は、平成 30 年

（2018 年）時点で「第 0世代（65歳以上）」、

「第１世代(60～64 歳、昭和 29 年（1954 年）

～昭和 33年（1958 年）生まれ)」、「第 2世代

(55～59 歳、昭和 34 年（1959 年）～昭和 38年

（1963 年）生まれ)」、「第 3世代(50～54 歳、

昭和 39 年（1964 年）～昭和 43 年（1968 年）

生まれ)」、「第 4 世代(45～49歳、昭和 44年

（1969 年）～昭和 48 年（1973年）生まれ)」、

「第 5 世代(40～44 歳、昭和 49 年（1974 年）

～昭和 53年（1978 年）生まれ)」、「第 6世代

(35～39歳、昭和 54年（1979 年）～昭和 58年

（1983 年）生まれ)」、「第 7世代(30～34歳、

昭和 59 年（1984 年）～昭和 63 年（1988 年）

生まれ)」、「第 8世代（25～29歳、昭和 64年

/平成元年（1989 年）～平成 5年（1993 年）生

まれ）」、「第 9 世代（20～24 歳、平成 6 年

（1994 年）～平成 10 年（1998 年）生まれ）」

とした。「第 9世代（20～24歳、平成 6年（1994

年）～平成 10 年（1998 年）生まれ）」をダミ

ー変数基準とした。 

年齢階層のダミー変数は、「20～24歳」、｢25

～29歳｣、「30～34歳」、「35～39歳」、「40

～44 歳」、「45～49歳」、「50～54歳」、「55

～59歳」、「60～64歳」とした。｢年齢 65歳以

上｣をダミー変数基準とした。 

潜在率に係るコーホート効果、年齢効果の分

解推計は、看護職員全体（男女合計）と、結婚・

出産・育児とライフイベントに影響を受けやす

い女性を看護師、准看護師の資格別に行った。 

 

Ｃ. 研究結果 

１．看護職員全体の分解推計（表４、図４） 

 コーホート効果では、「第 0世代（65歳以上）」、

「第1世代(60～64歳)」、「第2世代(55～59歳)」、

「第 3 世代(50～54 歳)」、「第 8 世代（25～29

歳）」が潜在率に影響を与えており、第 8世代を

除いては、いずれも潜在化効果はプラスの値であ

り（係数の符号が正）、潜在率を上昇させる要因

となっていた。 

 年齢効果では、「20～24歳」、「40～44歳」、

「45～49 歳」、「50～54 歳」、「60～64 歳」が

潜在率に影響を与えており、「40～44歳」、「45

～49歳」、「50～54歳」の潜在化効果はいずれも

マイナスの値であり（係数の符号が負）、潜在率

を低下させる要因となっていたが、「20～24歳」、
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「60～64歳」の潜在化効果はいずれもプラスの値

であり（係数の符号が正）、潜在率を上昇させる

要因となっていた。 

 

２．看護師（女性）の分解推計（表５、図５） 

看護師においても、看護職員全体と同様に、コ

ーホート効果では、「第 0 世代（65 歳以上）」、

「第1世代(60～64歳)」、「第2世代(55～59歳)」、

「第 3 世代(50～54 歳)」、「第 8 世代（25～29

歳）」が影響を与えており、第 8世代を除いては、

いずれも潜在化効果はプラスの値であり（係数の

符号が正）、潜在率を上昇させる要因となってい

た。 

年齢効果では、「20～24歳」、「40～44歳」、

「45～49 歳」、「50～54 歳」、「55～59 歳」が

潜在率に影響を与えていることが認められた。

「20～24 歳」の潜在化効果はプラスの値であり

（係数の符号が正）、潜在率を上昇させる要因と

なっている一方、「40～44 歳」、「45～49歳」、

「50～54歳」、「55～59歳」は、いずれも潜在化

効果はマイナスの値であり（係数の符号が負）、

潜在率を低下させる要因となっていた。 

 

３．准看護師（女性）の分解推計（表６，図６） 

コーホート効果では、「第 0世代（65歳以上）」、

「第1世代(60～64歳)」、「第2世代(55～59歳)」、

「第3世代(50～54歳)」、「第4世代(45～49歳)」、

「第 7 世代(30～34 歳)」、「第 8 世代（25～29

歳）」が、潜在率に影響を与えていた。「第 0世

代（65歳以上）」、「第 1世代(60～64歳」、「第

2 世代(55～59 歳)」、「第 3 世代(50～54 歳)」、

「第 4世代(45～49歳)」の潜在化効果はマイナス

の値となり（係数の符号が負）、潜在率を低下さ

せる要因となっていたが、「第7世代(30～34歳)」、

「第 8世代（25～29歳）」の潜在化効果はプラス

の値であり（係数の符号が正）、潜在率を上昇さ

せる要因となっていた。 

 年齢効果は、「20～24歳」、｢30～34歳｣、「45

～49歳」、「60～64歳」が、潜在率に影響を与え

ていた。「20～24歳」、「45～49歳」のそれぞれ

の潜在化効果はマイナスの値をとり（係数の符号

が負）、潜在率を低下させる要因となっていたが、

｢30～34歳｣、「60～64歳」のそれぞれの潜在化効

果はプラスの値であり（係数の符号が正）、潜在

率を上昇させる要因となっていた。 

 

 

 

表１ 看護職員全体（男女合計）の年齢、世代別の潜在率 

 

第０世代 第１世代 第２世代 第３世代 第４世代 第５世代 第６世代 第７世代 第８世代 第９世代
20-24歳 34.45% 38.72% 43.68% 48.18% 50.73% 54.79% 58.06% 34.18% 22.38%
25-29歳 39.32% 45.51% 40.31% 41.14% 37.86% 33.35% 35.95% 31.62% 27.63%
30-34歳 43.47% 49.16% 47.86% 46.26% 42.82% 36.00% 34.67% 36.91%
35-39歳 37.69% 45.62% 40.93% 41.10% 37.72% 29.39% 36.01%
40-44歳 31.42% 37.98% 34.72% 35.04% 30.43% 23.90%
45-49歳 28.50% 36.07% 31.83% 29.66% 25.25%
50-54歳 30.86% 37.57% 30.86% 26.05%
55-59歳 38.65% 41.52% 33.17%
60-64歳 54.44% 50.30%
65歳以上 57.41%  

注）第 0 世代の「20～24 歳」はデータが存在していなかったため潜在率は算出していない 
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図１ 看護職員全体（男女合計）の年齢、世代別の潜在率 

 

 

表２ 看護師（女性）の年齢、世代別の潜在率 

 

第０世代 第１世代 第２世代 第３世代 第４世代 第５世代 第６世代 第７世代 第８世代 第９世代
20-24歳 64.82% 62.85% 60.27% 60.08% 57.92% 58.14% 58.96% 32.74% 11.14%
25-29歳 53.17% 49.26% 42.72% 39.84% 34.42% 29.68% 31.61% 29.22% 23.98%
30-34歳 59.61% 53.25% 49.88% 46.56% 40.08% 33.24% 31.92% 26.75%
35-39歳 53.91% 48.00% 44.95% 41.54% 34.62% 26.03% 34.19%
40-44歳 45.38% 40.83% 37.99% 34.19% 25.00% 21.73%
45-49歳 41.89% 37.51% 33.53% 26.24% 22.51%
50-54歳 42.02% 37.74% 31.03% 12.84%
55-59歳 47.87% 41.02% 26.49%
60-64歳 62.73% 47.53%
65歳以上 64.65%  

注）第 0 世代の「20～24 歳」はデータが存在していなかったため潜在率は算出していない 
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図２ 看護師（女性）の年齢、世代別の潜在率 

 

表３ 准看護師（女性）の年齢、世代別の潜在率 

 

第０世代 第１世代 第２世代 第３世代 第４世代 第５世代 第６世代 第７世代 第８世代 第９世代
20-24歳 9.11% 3.91% 10.97% 14.76% 27.14% 33.95% 37.02% 40.11% 69.24%
25-29歳 44.66% 53.38% 44.85% 41.69% 47.90% 47.85% 52.80% 47.15% 57.21%
30-34歳 42.30% 53.98% 44.79% 49.42% 53.03% 52.48% 52.17% 77.01%
35-39歳 33.34% 45.77% 38.79% 42.73% 49.11% 49.44% 48.75%
40-44歳 21.79% 39.60% 31.76% 38.17% 46.99% 32.80%
45-49歳 19.08% 37.02% 30.16% 37.82% 26.77%
50-54歳 20.09% 38.72% 31.80% 43.98%
55-59歳 28.12% 43.62% 37.09%
60-64歳 44.53% 48.69%
65歳以上 41.95%  
注）第 0 世代の「20～24 歳」はデータが存在していなかったため潜在率は算出していない 
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図３ 准看護師（女性）の年齢、世代別の潜在率 

 

表４  看護職員全体（准看護師・看護師）の潜在率に関わるコーホート効果・年齢効果の分解推計

 

R2 乗 0.734743    自由度調整 R2 乗 0.598325    誤差の標準偏差(RMSE) 0.053468 

・係数は割合（％）で表示。  

・係数が＋で有意差あり（p＜.05）の場合、正の潜在効果。係数が –で有意差あり（p＜.05）の場合、 

負の潜在効果。 
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図４ 看護職員全体（准看護師・看護師）の潜在率に影響を与える世代効果・年齢効果の要因に関わるパス図 
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表５ 看護師（女性）の潜在率に係るコーホート効果・年齢効果の分解推計 

 

R2 乗  0.933974  自由度調整 R2 乗 0.900017  誤差の標準偏差(RMSE)  0.042584 

・係数は割合（％）で表示。  

・係数が＋で有意差あり（p＜.05）の場合、正の潜在効果。係数が –で有意差あり（p＜.05）の場合、 

負の潜在効果。 
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図５ 看護師（女性）の潜在率に影響を与える世代効果・年齢効果の要因に係るパス図 
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表６ 准看護師（女性）の潜在率に係るコーホート効果・年齢効果の分解推計 

 

R2 乗  0.865968   自由度調整 R2 乗 0.797038  誤差の標準偏差(RMSE) 0.062272 

・係数は割合（％）で表示。  

・係数が＋で有意差あり（p＜.05）の場合、正の潜在効果。係数が –で有意差あり（p＜.05）の場合、 

負の潜在効果。 
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図６ 准看護師（女性）の潜在率に影響を与える世代効果・年齢効果の要因に係るパス図 
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Ｄ. 考察   

１．看護職員全体の潜在化に影響を与える要因 

 看護職員全体の潜在化には、ライフサイクルを

反映する年齢効果、世代効果の双方との関連が認

められた。 

 看護職員全体のコーホート効果では、「第 0世

代（65 歳以上）」、「第 1 世代(60～64 歳)」、

「第 2世代(55～59歳)」、「第 3世代(50～54歳)」

が潜在化に影響を与えていた。反対に、「第 8世

代（25～29 歳）」は潜在化と関連しているが潜在

率を下げる方向に働いていた。「第 0世代（65歳

以上）」、「第 1世代(60～64歳、)」、「第 2世

代(55～59 歳、)」、「第 3 世代(50～54 歳)」で

は、「結婚したら家庭を守ることに専念する（家

庭専念）」、「結婚しても子どもができるまでは、

職業をもっていたほうがよい（育児専念）」とい

う意識が影響していることが推察される２。内閣

府は、平成 19 年（2007 年）に、「ワークライフ

バランス」を推進する取り組みとして、内閣府は

平成 19年（2007 年）12月に「仕事と生活の調和

（ワークライフバランス）憲章」、「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」を策定し、少子化

の進行を防止する策として、「仕事と家庭の両立

政策」から「仕事と育児の両立政策」に力点を置

くようになった。第 0世代から第 3世代の結婚・

子育ては、このような政策の後押しを受けていな

い影響も考えられる。 

 「第 8世代（25～29歳）」は、昭和 64年/平成

元年（1989 年）～平成 9年（1997年）生まれのい

わゆる「ゆとり世代」３に該当する。「ゆとり世代」

の特徴としては４－６、①素直でまじめ、②自信が

なく失敗を恐れる、評価を気にする、③個性重視、

④短期間・即自的な結論を求める、⑤自身の利得・

成長につながることを率先して行う、⑥マニュア

ル的な手本を好み、応用は不得手、⑦コミュニケ

ーションが苦手、⑧打たれ弱いということがあげ

られている。看護の臨床現場では、コミュニケー

ション能力、看護ケア・技術の応用力、精神力が

求められることから、それらの能力と基礎教育と

のギャップが埋まらず、リアリティショックを克

服できない場合には、臨床現場に適応できず、離

職につながる可能性がある。しかし、看護の質向

上、医療安全の確保、早期離職防止の観点から、

新人看護職員研修は不可欠とされ、保健師助産師

看護師法、看護師等の人材確保の促進に関する法

律の改正により、平成 22年（2010 年）4月から新

人看護職員の卒後臨床研修を各病院・施設での実

施することが努力義務化となった。このような卒

後臨床教育や、ゆとり世代にあわせた新人看護職

員教育を受けられたことが、この世代の離職防止

につながっている一つの重要因子ではないかと

推察される。実際に、日本看護協会の病院看護実

態調査によると、新卒採用者の離職率は、平成 19

年（2007年）は 9.2％であったが、卒後臨床研修

が義務化された以降、平成 25 年（2013 年）から

は 7.5～7.8％で経過しており、離職率の低下がみ

られている。世代の価値観や特徴にあわせた卒後

臨床教育や新人看護職員教育は、潜在化を防止す

るために重要であると考える。 

年齢効果では、「40～44歳」、「45～49歳」、

「50～54歳」のうち、「45～49歳」が最も潜在率

を低下させていた。「平成 30年版 少子化社会対

策白書」によると、平均初婚年齢は、平成 28 年

（2016 年）で妻が 29.4 歳であり、昭和 60年（1985

年）と比較すると、3.9 歳上昇していたことが報

告されている。また、出生時の母親の平均年齢も

上昇傾向が続き、平成 28 年（2016 年）の出産平

均年齢は、第 1 子が 30.7 歳、第 2 子が 32.6 歳、
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第 3子が 33.6歳であり、同じく昭和 60年（1985

年）と比較すると、第 1子では 4.0歳、第 2子で

は 3.5歳、第 3子では 2.2 歳それぞれ上昇が認め

られ、さらに、第 1子と第 2子、第 2子と第 3子

における母親の平均出生時年齢の差においては、

平成 28年にはそれぞれ 1.9 歳、1.0歳と出生の間

隔が短くなっている傾向がみられたことも報告

されている。このように、晩婚化、晩産化が認め

られている。これらの結婚・出産の年齢の推移を

踏まえると、「40～44 歳」「45～49歳」「50～54

歳」の年齢階級は、20 代後半から 30 代にかけて

結婚・出産、育児のために、一旦、離職したが、

その後、子供が小学生・中学生となり、働く余裕

が生まれ始め、復職する者の存在が潜在率の減少

に影響を及ぼしていることが推察される。特に、

「45～49歳」、「50～54歳」は、子育てが一段落

し、体力的にもまだ働くことができることから、

潜在率を低下させる方向に働いたことが推察さ

れる。「60～64歳」は、定年退職を迎える年齢で

あり、潜在化する傾向が高くなったことが推察さ

れる。 

 

２．看護師（女性）の潜在化に影響を与える要因 

 看護師（女性）のコーホート効果、年齢効果に

おいては、看護職員全体と概ね同じ傾向がみられ

た。年齢効果では、「30～34歳」、「55～59歳」

も潜在率を低下させる要因となっており、一度、

復職した場合、可能な限りは、定年まで働き続け

るという傾向があるものと推察された。近年、プ

ラチナナース（定年退職前後の看護職員）が働き

続けることを支援するための取り組みが行われ

るようになってきている。プラチナナースの活用

は、潜在化を予防する施策として、一つの有効な

手立てとなると考えられる。 

３．准看護師（女性）の潜在化に影響を与える要

因 

 准看護師（女性）の潜在化は、コーホート効果

と年齢効果の双方によって影響を受けていた。重

回帰分析の結果において、准看護師の定数項（切

片）は 49.34％であるのに対し、看護師の定数項

（切片）は 31.06％であり、18％以上の潜在率の

差が存在していた。定数項は、説明変数の影響を

受けることがなく、固定されたままの値であるこ

とから、もともと准看護師の方が看護師よりも潜

在率が高いことがわかる。このことから、准看護

師の方が、看護師よりも潜在化しやすいことが明

らかとなった。 

この背景には、給与などの処遇やキャリアップ

を図ることの難しさなどが影響しているかもし

れない。例えば、准看護師は看護師よりも給与が

低く、どの年齢層を見ても月に約 6～9 万円前後

の差があり、生涯賃金としては、賞与を除いても

約 4100 万円の差が生まれることも報告されてい

る７。また、准看護師は、看護師と比べて有効求人

数が少なく、労働条件や教育体制、給与など、希

望する就職先への就職が難しい状況にあること

が報告されている７。 

コーホート効果では、「第 0世代（65歳以上）」、

「第1世代(60～64歳)」、「第2世代(55～59歳)」、

「第 3世代(50～54歳)」、「第 4世代(45～49歳)」

は、潜在化率を下げる方向に働いている一方で、

「第７世代(30～34 歳)」、「第 8 世代（25～29

歳）」は潜在率を上昇させる方向に働いていた。 

「第 7世代(30～34歳)」や「第 8世代（25～29

歳）」は潜在化率を上昇させる要因になっている

ことから、これらの世代においては、准看護師の

資格取得後、看護師資格を取得するために進学す

るという共通の価値観が潜在化につながってい
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ることが推察される。その背景に、准看護師が看

護師免許を取得するために、平成 16年（2004年）

度から通信制による教育が開始されているが、

「日本再興戦略改定 2015」において、看護師 2年

課程通信制の入学要件について、准看護師として

の業務経験年数 10 年を大幅に短縮することが検

討され、平成 30年（2018年）度から、7年以上の

経験により進学が可能となり、准看護師免許取得

後、看護師免許を取得するためのハードルが下が

ったことも影響している可能性がある。 

また、「第 7 世代(30～34 歳)」は、昭和 52 年

（1977 年）～昭和 63年（1988年）生まれの「ポ

スト団塊ジュニア・草食系世代」に該当し「合理

主義」、「仕事とプライベートは線引きし、プラ

イベートを大事にする傾向」、「自己有能感を大

切にする」、「自分のために経験値やスキルを上

げようとする」等の特徴が挙げられている３。自己

有能感を大切にし、経験値やスキルを向上させる

ためにキャリアアップを図るといった価値観が、

結婚・子育のために働くことが難であっても、そ

の期間中に、通信制で看護師免許を取得するとい

ったことに働いているかもしれない。 

「第 8 世代（25～29 歳）」は、「ゆとり世代」

に該当し、貧富の格差を強く意識し、将来に備え

てより努力したいという生き方志向があり、また

堅実・安定を望み、手にした場や与えられた場で

地道に稼ぐという攻めより守りの傾向がある８。

この影響が看護師の資格取得の進学に影響して

いる可能性があるかもしれない。 

年齢効果でみた場合、「45～49歳」は、子育て

が一段落したことによる復職の影響が潜在率を

下げ、｢30～34 歳｣は結婚・出産・子育てといった

ライフイベント、「60～64 歳」は退職といったこ

とが潜在化に関連していることが推察された。 

Ｅ.結論 

今後の潜在化の将来予測に役立てるために、世

代構成やライフサイクルが反映される年齢構成

による潜在化への影響を分析した。その結果、看

護職員全体、看護師（女性）においては、結婚・

出産・子育てといったライフイベントが潜在化を

引き起こし、ライフイベントが一段落すると復職

する傾向にあることが示唆された。また、世代に

よる価値観も、就業継続意思に影響し、潜在化を

招いていることも推察された。准看護師では、働

きながら看護師免許を取得することを目指せる

世代（「第 3 世代(50～54 歳)」「第 4 世代(45～

49 歳)」）において、潜在化が縮小していること

が示唆された。 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

「新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因と 

エビデンスの検証についての研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 2年度） 

 

看護職員需給推計の妥当性と供給数のシミュレーションの検討 

    研究代表者 小林美亜 静岡大学創造科学技術大学院 特任教授 

研究分担者 池田俊也 国際医療福祉大学医学部 教授 

 

 

研究要旨 
本研究では、令和 7年（2025年）に見込まれている看護職員の需要に対応するために、離

職率や再就業者数を変化させた場合、供給数がどのように変動するかシミュレーションを行

った。また、そのシミュレーション結果に基づき、どの程度、推計された潜在看護職員から復職

させる必要があるかを検討した。さらに、「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分

科会 中間とりまとめ（以下、中間とりまとめ）」で報告された看護職員需給推計のシミュレー

ションの妥当性を検討するために、平成 30年（2018 年）末時点の実際の看護職員就業者数と「中

間とりまとめ」から推計された供給数との比較も行った。 

その結果、令和７年（2025年）の需要に対応するためには、新規就業者数、再就業者数を一

定とした場合、全国の離職率を 10％未満に低減させる必要のあることが示された。また、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現を前提に看護職員の労働環境の変化に対応して幅を持たせた 3つのシナリオを

踏まえると、各年の潜在看護職員数を 793,885 人（平成 30 年末時点）と想定した場合、離職率を

10％未満に低減することに加え、潜在看護職員のうち、約 2～17％が復職しなければ、需要を満たせ

ない結果となった。離職率の改善がみられず、現状と同じ 10.72％と想定した場合には、再就業者

数を毎年 167,383人以上確保しなければ、需要を満たせないことが示された。 

「中間とりまとめ」で報告された看護職員需給推計の妥当性を検討したところ、「中間とりまとめ」

の都道府県報告値の令和 7年（2025年）における供給数に基づき算出した平成 30年（2018年）の

供給数は 1,601,140人となり、平成 30年（2018年）末の就業看護職員数 1,683,023人（実績値：

厚生労働省看護課調べ）との乖離は、＋81,883人であり、中間とりまとめの供給推計値と比べて実

際には 8万人以上多く、供給がなされていた。しかし一方で、「中間とりまとめ」の令和 7年（2025

年）における需要数から推計した平成 30 年（2018 年）の需要数は 1,691,530～1,740,005 人とな

り、実際の就業者数を上回り、都道府県報告値では 8,507 人、シナリオ①では 26,072 人、シナリ

オ②では 29,824 人、シナリオ③では 56,982人の不足となった。令和 7年（2025 年）の需要に向け

て、離職率の低減、潜在看護職員の復職支援を推進していくことが急務であることが示された。 
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Ａ. 研究目的 

 これまで看護職員の需給見通しは、看護職員

確保のための基礎資料として、病院等への全 

数調査により把握した数字を積み上げる方法

により、概ね５年ごとに７回（第７次看護職員

需給見通し：平成 23～27 年度）策定されてき

た。その後、「経済財政運営と改革の基本方針 

2015 」（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）に

おいて、「人口構造の変化や地域の実情に応じ

た医療提供体制の構築に資するよう、地域医療

構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正

などの観点を踏まえた医師・看護職員等の需給

について、検討する」とされたことを踏まえ、

第 7次医療計画や第 7期介護保険事業計画等看

護職員の需給見通しに与える影響等を加味し、

平成 28 年（2016 年）3 月より医療従事者の需

給に関する検討会看護職員需給分科会におい

て、令和７年（2025年）における看護職員の需

給推計が行われた。 

当該需給推計における供給数は、平成 28 年

（2016 年）時点の就業者数を出発点として、各

都道府県が令和７年（2025 年）までの各年の新

規就業者数、再就業者数、離職率を検討して、

供給数を積み上げ、その値を都道府県報告値と

する方法と、平成 29 年（2017 年）における看

護職員就業者数を基に直近 3 カ年分の伸び率

（指数平滑法）を乗じる方法により、報告され

ている。 

看護職員の供給数は、働き方改革の影響等を

受ける離職率や、復職支援や労働環境・労働条

件の整備状況等の影響を受ける再就業者数に

よって、変動する。このため、看護職員の離職

防止や潜在看護職員の復職率向上に向け、どの

程度、離職率や再就業者数の増加を見込む必要

があるかを踏まえた目標値を設定し、施策を推

進していくことが求められる。  

 本研究では、令和 7年(2025 年)に見込まれて

いる看護職員の需要に対応するために、離職率

や再就業者数を変化させた場合に、供給数がど

のように変動するかのシミュレーションを行

うことを目的とした。また、シミュレーション

結果に応じて、どの程度、推計された潜在看護

職員から復職させる必要があるかを検討する

こととした。さらに、「中間とりまとめ」で示

された看護職員需給推計の妥当性を検討する

ために、平成 30 年（2018 年）末時点の実際の

看護職員就業者数との比較も行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．供給数の推計方法 

 各都道府県において、以下の方法により、各

年の看護職員供給数を算出し、平成 29年（2017

年）から令和７年（2025 年）までを積み上げた。

全国値は、各都道府県の積み上げの合計値とし

た。 

 

（前年の看護職員数１＋新規就業者数２＋再就業者数３） 

×（１－離職率４） 

１．厚生労働省医政局看護課調べ 

２．平成 29 年（2017 年）看護師等学校養成所入学状

況及び卒業生就業状況調査における、看護職員の養成

課程の卒業生のうち、病院、診療所等へ就業した人数年 

３．「平成 28 年衛生行政報告例」のデータより算出し

た各都道府県の再就業者数 

４．日本看護協会の「2017 年 病院看護実態調査の各都

道府県の常勤看護職員の離職率（平成28（2016）年値）」 

 

２．供給数のシミュレーションの方法 

１）離職率に係るシミュレーション 

  平成 29 年（2017 年）から令和 7 年（2025

年）の各年度において、各都道府県の新規就業

者数、再就業者数は、平成 28 年（2016 年）の

実績値を一定として積み上げた。各都道府県の

離職率は、一律とし、日本看護協会の「2017 年 

病院看護実態調査」の常勤看護職員の離職率

（平成 28 年度値）の最小値 5％から 20％まで

変化させ、供給数を算出する感度分析を行った。 

また、上記の条件の感度分析のシミュレーシ
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ョンに加え、平成 29 年（2017 年）の各都道府

県の看護職員供給数を積み上げた上げた全国

合計値を出発点として、以下の条件でシミュレ

ーションを行った。 

 

①最小値を使用 

『（前年の看護職員数＋新規就業者数＋再就

業者数）×（１－離職率）』で算出される各都

道府県の合計である全国値の供給数において、

平成 29 年（2017 年）から令和 7 年（2025 年）

の各年の新規就業者数（59,292人）、再就業者

数（154,984 人）は一定で経過するものとし、

離職率も、各年、一定とし、日本看護協会によ

る「2017 年 病院看護実態調査」の各都道府県

の離職率の最小値（5.6％）で経過するとした。

そして、令和 7年（2025年）の看護職員供給数

を推計した。 

 

②中央値を使用 

最小値のシミュレーションと同様に、『（前

年の看護職員数＋新規就業者数＋再就業者数）

×（１－離職率）』で算出される都道府県の供

給数の合計である全国値において、平成 29 年

（2017 年）から令和 7 年（2025 年）の各年の

新規就業者数（59,292人）、再就業者数（154,984

人）は一定で経過するものとした。離職率も、

各年、一定とし、日本看護協会による「2017 年 

病院看護実態調査」の各都道府県の中央値

（9.6％）で経過するとした。そして、令和 7年

（2025 年）の看護職員供給数を推計した。 

 

③最大値から中央値まで低下させる割合を使

用 

離職率が最も高い都道府県は中央値まで低

下させ、それ以外の都道府県も、同程度の割合

まで離職率を低減させる取組を行うことを想

定したシミュレーションを行った（なお、離職

率の改善は最小値 5.6％までとし、それ以下の

離職率の改善は想定しないこととした）。具体

的には、平成 29年（2017年）から令和 7年（2025

年）の各年の新規就業者数、再就業者数は、各

都道府県の報告値とし、離職率は、日本看護協

会による「2017 年 病院看護実態調査」の各都

道府県の常勤看護職員の離職率の最大値

（14.7％）を中央値（9.6％）まで低下させた割

合を各都道府県の離職率の減少率として一定

に用いて離職率を算出した。なお、報告値から

その一定割合を減少させた場合に、最小値

（5.6％）を下回った場合、最小値は低下させず

に、最小値の 5.6％とした。そして、これらの

値を用いて、各都道府県の供給数を積みあげ、

令和 7年（2025年）の看護職員供給数の全国値

を算出した。 

 

２）再就業者数に係るシミュレーション 

 平成 29年（2017 年）から令和 7年（2025年）

の各年における全国の新規就業者数は、各都道

府県の報告値を積み上げた値とした。離職率は、

平成 28 年（2016 年）の全国実績値の離職率

（10.72％）で、平成 29年（2017年）から令和

7年（2025 年）において、一定に経過するもの

とした。再就業者数は、平成 28 年（2016 年）

の全国合計の実績値である再就業者数の１%か

ら 15％増加させた場合の再就業者数を算出し、

平成 29 年（2017 年）から令和 7 年（2025 年）

において、この値が一定に経過するものとした。

例えば、1％増加であるならば、1％増加させた

値が平成 29 年（2017 年）から令和７年（2025

年）まで、各年、変化せずに一定に経過してい

くものとした。そして、これらの値を用いて、

看護職員供給数を算出し、感度分析を行った。  

 

３．需要数と供給数との差 

 看護職員の需要数は、「中間とりまとめ」で報

告された、都道府県報告値、シナリオ①、シナリ

オ②、シナリオ③を用いた。このうち、都道府県

報告値は、令和 7 年（2025 年）における看護職員
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需要数について、現在の病床数・患者数及び看護

職員数をもとに、医療需要（病床数又は患者数）

あたり看護職員数を設定するとして、国が定めた

推計ツールを用いて算出されたものである。医療

需要は、一般病床および療養病床においては都道

府県の地域医療構想における令和 7 年（2025 年）

の病床数の必要量、介護保険サービスにおいては

介護保険事業計画におけるサービス見込み量、精

神病床や無床診療、保健所、学校養成所等の地域

医療構想で医療需要が示されていない領域につ

いては一定の仮定を置いて報告された値となっ

ている。 

シナリオ①～③の看護職員の需要数の将来推

計は、今後、短時間勤務者が増加することによる

当該比率への影響を踏まえ、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現を前提に、看護職員の超過勤務時間

や年次有給休暇の取得日数などの条件について、

看護職員の労働環境の変化に対応して幅を持た

せた推計が 3つのパターンで行われている。具体

的なシナリオの設定条件は、就業中の全ての看護

職員について以下の条件が達成された場合を想

定したものである。 

 

 1か月あたりの

超過勤務時間 

1 年あたりの有

給休暇取得日数 

シナリオ① 10 時間以内 5 日以上 

シナリオ② 10 時間以内 10 日以上 

シナリオ③ 0 時間 20 日以上 

 

 これらの報告されている看護職員の需要数と

先に述べたシミュレーションによって推計され

た、令和７年（2025年）の供給数との差をそれぞ

れ算出し、求められる離職率の水準や再就業者数

の増加数について検討を行った。 

また、「中間とりまとめ」で示された看護職員

需要推計の妥当性について、平成 30年（2018年）

末時点における実際の看護職員就業者数（看護

師・准看護師の就業者数：1,683,023 人 厚生労

働省看護課調べ）と、先に述べたシミュレーショ

ンによって推計された供給数とを比較し、検討を

行った。さらに、「中間とりまとめ」で示された

令和７年（2025年）の看護職員需要数と実際の就

業者数との差を算出し、どの程度、潜在看護職員

を復職させる必要があるかを試算した。 

 

Ｃ. 研究結果 

１）離職率の変化による影響 

 図 1 は、平成 29 年（2017 年）から令和 7 年

（2025 年）まで、各都道県の離職率を一律とし、

かつ各年、一定で経過するものとして、離職率を

5％から20％まで変化させた場合の令和7年（2025

年）における各都道府県の看護職員供給数を積み

上げた全国値を示したものである。離職率を 5％

に維持できた場合には、供給数は 2,551,605 人と

なった。また、平成 28 年（2016 年）の全国の実

績値の離職率 10.7％の前後である、離職率 10％

における供給数は 1,824,496人、離職率 11％にお

ける供給数は 1,707,896人であった。 

「中間とりまとめ」で示された令和７年（2025

年）の看護需要推計の需要数のうち、都道府県報

告値の需要数を供給数が上回るためには、離職率

が 10％未満に維持される必要がある結果となっ

た。シナリオ①、シナリオ②、シナリオ③では、

離職率が 10％の場合、供給数がそれぞれの需要数

を下回る結果となり、シナリオ①、②では９％以

下、シナリオ③では 8％以下まで離職率を下げる

必要がある結果となった（表１）。 

次に、離職率に係るシミュレーションについて、 
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最小値（5.6％）を使用した場合には、供給数は

2,450,018 人となり、都道府県報告値、シナリオ

①、シナリオ②、シナリオ③の需要数をいずれも

上回る結果となった（表２）。 

 中央値（9.6％）を使用した場合には、供給数は

1,883,197 人となり、都道府県報告値、シナリオ

①では供給数が需要数を上回ったが、シナリオ②、

シナリオ③では供給数が需要数を下回る結果と

なった（表３）。平成 30 年（2018 年）末の潜在

看護職員数 793,885 人のうち、シナリオ②では

1.8％、シナリオ③では 17.2％が復職しなければ、

需要を満たせない結果となった。 

 最大値（14.7％）から中央値（9.6％）までの低

下割合を用いて推計した場合には、供給数が都道

府県報告値、シナリオ①、シナリオ②、シナリオ

③の需要数をいずれも上回る結果となった（表    

４）。 

 

２）再就業者数の変化による影響 

 図 2 は、平成 29 年（2017 年）から令和 7 年

（2025 年）の供給数の全国合計値の算出において、

再就業者数が１％から 15％まで増加させた場合

の看護職員供給数を示したものである。再就業者

数を 8％に増加させた場合（再就業者数：167,383

人）の供給数は 1,805,956人であり、都道府県報

告値の令和 7 年（2025 年）の需要数を上回った。

シナリオ①の令和 7年（2025 年）の需要数を供給

数が上回るためには、再就業者数を 18％増加させ

る必要があった。シナリオ②の令和7年（2025年）

の需要数を供給数が上回るためには、再就業者数

を 20％増加させる必要があった（表５）。 

 

図１ 離職率を変化させた場合の令和７年（2025年）における看護職員供給数の試算 

2,551,605 
2,384,666 

2,229,219 
2,084,509 

1,949,824 
1,824,496 

1,707,896 
1,599,434 

1,498,555 
1,404,738 

1,317,496 
1,236,370 

1,160,934 

1,090,786 

1,025,550 

964,877 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%



56 
 

表１ 離職率を変化させた場合の令和７年（2025年）における看護職員供給数、需要と供給の差 

 

 

 

表２ 離職率の最小値を用いた場合の令和７年（2025 年）における看護職員供給数、需要と供給の差 

 

 

表３ 離職率の中央値を用いた場合の令和 7年（2025 年）における供給数、需要と供給の差 

 

 

表４ 離職率の最大値を中央値まで低減させる一定割合を用いて算出した離職率を用いた場合の令和 7

年（2025年）における供給数、需要と供給の差 

 

 

 

 

 

都道府県報告 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ 都道府県報告値 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３
1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 2,461,537 659,902 580,857 563,975 441,764

需要と供給の差需要
供給

都道府県報告 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ 都道府県報告値 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３
1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 1,883,197 81,562 2,517 △ 14,365 △ 136,576

需要 需要と供給の差
供給

供給と需要の差
都道府県報告 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ 都道府県報告値 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３

1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 2,208,627 406,992 327,947 311,065 188,854

需要
供給
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図２ 再就業者数の増加割合を変化させた場合の供給数 

 

 

表５ 再就業者数の増加割合を変化させた場合の供給数、需要と供給の差 

都道府県報告値 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ 都道府県報告値 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３
0% 154984 1,735,121 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 66,514 △ 145,559 △ 162,441 △ 284,652
1% 156,534 1,748,161 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 53,474 △ 132,519 △ 149,401 △ 271,612
2% 158,084 1,756,417 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 45,218 △ 124,263 △ 141,145 △ 263,356
3% 159,634 1,764,674 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 36,961 △ 116,006 △ 132,888 △ 255,099
4% 161,184 1,772,930 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 28,705 △ 107,750 △ 124,632 △ 246,843
5% 162,733 1,781,186 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 20,449 △ 99,494 △ 116,376 △ 238,587
6% 164,283 1,789,443 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 12,192 △ 91,237 △ 108,119 △ 230,330
7% 165,833 1,797,699 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 △ 3,936 △ 82,981 △ 99,863 △ 222,074
8% 167,383 1,805,956 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 4,321 △ 74,724 △ 91,606 △ 213,817
9% 168,933 1,814,212 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 12,577 △ 66,468 △ 83,350 △ 205,561

10% 170,483 1,822,468 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 20,833 △ 58,212 △ 75,094 △ 197,305
11% 172,032 1,830,725 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 29,090 △ 49,955 △ 66,837 △ 189,048
12% 173,582 1,838,981 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 37,346 △ 41,699 △ 58,581 △ 180,792
13% 175,132 1,847,238 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 45,603 △ 33,442 △ 50,324 △ 172,535
14% 176,682 1,855,494 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 53,859 △ 25,186 △ 42,068 △ 164,279
15% 178,232 1,863,750 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 62,115 △ 16,930 △ 33,812 △ 156,023
16% 179,782 1,872,007 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 70,372 △ 8,673 △ 25,555 △ 147,766
17% 181,331 1,880,263 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 78,628 △ 417 △ 17,299 △ 139,510
18% 182,881 1,888,520 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 86,885 7,840 △ 9,042 △ 131,253
19% 184,431 1,896,776 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 95,141 16,096 △ 786 △ 122,997
20% 185,981 1,905,032 1,801,635 1,880,680 1,897,562 2,019,773 103,397 24,352 7,470 △ 114,741

再就業者の増
加割合

再就業者数 供給数
需要 需要と供給の差

 

 

 

 

 

1,720,000

1,740,000

1,760,000

1,780,000
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表６ 平成 28年（2016年）から令和 7年（2025年）までの段階的な看護職員需要数の試算 

  都道府県報告値 シナリオ① シナリオ② シナリオ③ 

2016  1,660,071  1,660,071  1,660,071  1,660,071  

2017  1,675,800  1,684,583  1,686,459  1,700,038  

2018  1,691,530  1,709,095  1,712,847  1,740,005  

2019  1,707,259  1,733,607  1,739,235  1,779,972  

2020  1,722,988  1,758,119  1,765,623  1,819,939  

2021  1,738,718  1,782,632  1,792,010  1,859,905  

2022  1,754,447  1,807,144  1,818,398  1,899,872  

2023  1,770,176  1,831,656  1,844,786  1,939,839  

2024  1,785,906  1,856,168  1,871,174  1,979,806  

2025  1,801,635  1,880,680  1,897,562  2,019,773  

 

表７ 平成 30年（2018 年）における就業者数（厚生労働省看護課調べ）と需要数（「中間とりまとめ」

からの推計値）との差 

  都道府県報告値 シナリオ① シナリオ② シナリオ③ 

需要数 1,691,530 1,709,095 1,712,847 1,740,005 

就業者数 1,683,023 1,683,023 1,683,023 1,683,023 

需要数と就業者数との差 △ 8,507 △ 26,072 △ 29,824 △ 56,982 
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表８ 平成 30年（2018年）における需要数を満たすために必要な潜在看護職員の復職率 

  都道府県報告値 シナリオ① シナリオ② シナリオ③ 

必要復職者数 8,507 26,072 29,824 56,982 

潜在看護職員中の復職率 1.1% 3.3% 3.8% 7.2% 

 

３）看護需要推計の妥当性 

 令和 7年（2025年）における看護職員需給推

計について、「中間とりまとめ」にて、足元値と

された平成 28（2016）年の就業看護職員数

1,660,071 人を出発点とし、「中間とりまとめ」

で報告された令和７年（2025 年）の都道府県報

告値、シナリオ①、シナリオ②、シナリオ③の需

要数に至るまで、各年、一定割合で増加していく

ものと仮定して、その間の需要数を段階的に試

算したのが表６である。この想定の下では、平成

30年（2018年）における需要数の都道府県報告

値は 1,691,530 人、シナリオ①では 1,709,095

人、シナリオ②では 1,712,847 人、シナリオ③

では1,740,005人となった。この数値をもとに、

平成 30年（2018年）の実績値としての就業看護

職員数との乖離の程度を算出した（表７）。 

平成 30年（2018年）末の就業看護職員数（厚

生労働省看護課調べ）は、1,683,023人であった

ことから、上記想定の需要に対し、都道府県報告

値では 8,507 人、シナリオ①では 26,072 人、シ

ナリオ②では 29,824人、シナリオ③では 56,982

人の不足となった（表 7）。 

これらの不足について、潜在看護職員を活用

して再就業者数を増やすことにより、需要を満

たすことを想定した場合、平成 30年（2018年）

末の潜在看護職員の推計 793,885 人のうち、都

道府県報告値では1.1％、シナリオ①では3.3％、

シナリオ②では 3.8％、シナリオ③では 7.2％の

復職が必要となった（表 8）。 

 一方、「中間とりまとめ」で報告された令和 7

年（2025 年）における看護職員供給数の都道府

県報告値に基づいて、平成 30年（2018 年）の供

給数を試算すると 1,601,140人となり（表９）、

平成 30年（2018年）末の実際の就業看護職員数

1,683,023 人(厚生労働省看護課調べ)との乖離

は、＋81,883人であり、予測された就業者数よ

り 8万人以上、多くなっていた。 

 

 表９ 都道府県報告値（中間とりまとめ）に基

づく、令和 7年（2025年）までの供給

数推計 

 

供給数
2016 1,559,562
2017 1,580,351
2018 1,601,140
2019 1,621,929
2020 1,642,718
2021 1,663,508
2022 1,684,297
2023 1,705,086
2024 1,725,875
2025 1,746,664
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表 10 指数平滑法による供給数（中間とりまと

め）に基づく、令和 7年（2025年）までの供給

数推計 

供給数
2016 1,559,562
2017 1,588,441
2018 1,617,320
2019 1,646,198
2020 1,675,077
2021 1,703,956
2022 1,732,835
2023 1,761,713
2024 1,790,592
2025 1,819,471

 

 

「中間とりまとめ」で報告された令和 7 年

（2025 年）における、指数平滑法による看護職

員供給数では、平成 30年（2018 年）の供給数を

試算すると 1,617,320人となり（表 10）、平成

30 年（2018 年）末の実際の就業看護職員数

1,683,023人(厚生労働省看護課調べ) との乖離

は、＋65,703 人であり、予測された就業者数よ

り 6万人以上、多くなっていた。 

 

Ｄ. 考察   

 令和 7年（2025年）の看護需要推計において、

毎年の新規就業者数と再就業者数が、現状維持

で不変とした場合、供給数が都道府県報告値の

需要数を上回るためには、平成 29年（2017年）

から令和 7年（2025 年）までの全国の離職率を

各年 10％未満に維持する必要性があることが示

された。さらに、ワーク・ライフ・バランスを考

慮した労働条件（シナリオ①～③）を改善するた

めには、全国の離職率を 8～9％まで低下させる

ことの必要性が示された。 

日本看護協会による調査報告 1によると、平成

30年（2018 年）の病院・施設における正規雇用

の看護職員の離職率の状況は、7.5～10.0％未満

の病院・施設が 16.2％、次いで 5.0～7.5％未満

が 15.2％、10.0％～12.5％未満が 12.5％となっ

ている。離職率の高い病院・施設は、離職率が低

い病院・施設の取り組みや労働環境状況を参考

に、自院・自施設の離職要因を検討し、まずは離

職率を 10％未満を目標として、改善を図ってい

くことが求められる。 

 また、平成 28 年（2016 年）の再就業者数を

8％以上増加させることで、都道府県報告値の需

要を満たすことが示された。令和 7年（2025年）

の潜在看護職員数が、平成 30年（2018 年）末の

潜在看護職員数と同じと仮定した場合、潜在看

護職員のうち、36％以上の復職が必要となる。 

日本看護協会による調査の報告１では、看護職

員として再就職した理由として、多い順に「資格

を活かしたかったから」が 49.4％、「収入を増

やしたかったから」が 48.4％、「看護職の仕事

が好きだから」が 40.5％となっていた。また「希

望する労働条件で働ける場所がみつかったから」

は 25.3％、「子育てが終わり、時間に余裕がで

きたから」は 9.4％となっていた。この結果を踏

まえると、資格を活かしつつ、給与を確保でき、

かつ看護職としてのやりがいを持つことができ

るという因子を満たすことが復職において重要

になることが示唆される。 
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そのためには、看護職としての専門性を発揮

でき、また専門性に見合った給与の保証、看護の

仕事に対して充実感を持てる労働環境の整備・

構築が急務である。 

 また、日本看護協会の調査 2 において、現在の

職場に就職したきっかけとして、「友人・知人か

らの紹介」が 32.8％、「ハローワーク（公共職

業紹介所）からの紹介」が 18.7％、「病院のホ

ームページでの求人募集をみて」が 15.0％とな

っており、公的機関を活用するよりも個人的な

人間関係のつながりを頼って再就職先を探して

いる傾向にあった。「看護師等の人材確保の促進

に関する法律」が改正され、平成 27 年（2015年）

10月 1日より、「看護師等免許保持者の届出制

度」が開始されている。この届出制度は、義務化

はされていないが、保健師・助産師・看護師・准

看護師の免許保持者で仕事をしていない潜在看

護職員は、ナースセンターに届け出る必要があ

る。ナースセンターでは、無料職業紹介事業、研

修の実施・情報提供・相談などのサービスの提供

を行っているが、この調査において、「ナースセ

ンターからの紹介」は 9.8％と 10％を下回って

おり、再就職に向け、積極的にナースセンターが

活用されていない状況となっていた。復職を進

めるためには、復職支援と潜在看護職員個々の

ニーズにあった再就職先の紹介がセットで進め

られる必要があり、ナースセンターの認知度が

上がり、積極的に活用されることが望まれる。 

 「中間とりまとめ」で報告された需給推計値の

妥当性を平成 30年（2018年）時点の就業看護職

員数で検証を行ったところ、都道府県報告値に

おいて予測していた供給数よりも、実際の就業

看護職員数の方が上回っていた。しかし、予測し

ていた需要数を満たしておらず、需要に適切に

対応するためには、平成 30年（2018 年）時点で、

潜在看護職員のうち、都道府県報告値では 1.1％、

シナリオ①では 3.3％、シナリオ②では 3.8％、

シナリオ③では 7.2％の復職が必要であること

が示された。 

 労働環境の改善や復職支援が進まなければ、

離職率の改善や再就業者数の増加が見込めず、

令和 7年（2025 年）の需要に対応が困難となる。

このため、潜在看護職員をこれ以上増加させな

いための離職率低減に向けた方策、また潜在看

護職員の復職支援を積極的に行い、再就業者数

を増加させる方策を推進することが重要である。 

 

Ｅ. 結論 

 本研究では、令和 7年（2025年）に見込まれ

ている看護職員の需要に対応するために、離職

率や再就業者数を変化させた場合、供給数がど

のように変動するかシミュレーションを行った。

その結果、需要に対応するためには、再就業者数

を一定とした場合、全国の離職率を 10％未満に

低減させる必要があることが示された。離職率

の改善がみられず、現状と同じと想定した場合、

都道府県報告値の需要に対応するためには、再

就業者数を年間 167,383 人以上確保する必要が

あった。 

 看護職員需給推計のシミュレーションの妥当

性を検討したところ、「中間とりまとめ」の結果

から推計した平成 30年（2018年）の供給数は、
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都道府県報告値は 1,601,140人となり、平成 30

年（2018 年）末の就業看護職員数就業看護職員

数 1,683,023人との乖離は＋81,883人であり、

8万人以上、多く供給されていた。しかし、「中

間とりまとめ」から推計した平成 30年（2018 年）

の需要数を満たす就業者数には届いておらず、

都道府県報告値では 8,507 人、シナリオ①では

26,072人、シナリオ②では 29,824 人、シナリ

オ③では 56,982 人の不足となっていた。令和 7

年（2025 年）の需要に対応するために、離職率

の低減、潜在看護職員の復職支援の両方につい

て推進していくことが急務であることが示され

た。 
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